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四日

2 

承
認
国
法
に
よ
る
判
決
効
拡
張
の
可
否

関
連
問
題

外
国
判
決
の
効
力
と
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
関
係

国
際
的
訴
訟
競
合
に
お
け
る
訴
訟
対
象
論
と
の
関
係

364 

問
題
の
所
在

訴
訟
手
続
を
行
っ
た
結
果
、
当
事
者
は
そ
の
手
続
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
。
現
在
、
世
界
に
は
二

O
O近
い
国
家
（
総
務
省
統
計

局
に
よ
る
と
、
二
O
O九
年
一
月
一
日
現
在
、
世
界
の
国
の
数
は
一
九
三
と
さ
れ
る
）
や
国
家
に
準
じ
た
存
在
が
あ
り
、
そ
の
訴
訟
手
続
、

そ
し
て
そ
の
拘
束
力
に
は
多
種
多
様
な
形
態
が
存
在
し
う
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
法
が
観
念
し
て
い
る
判
決
の
拘
束
力
は
国
際

的
に
み
た
場
合
、
決
し
て
普
遍
的
な
存
在
形
式
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
判
決
の
既
判
力
（
不
可
争

（

1
）
 

性
）
は
、
そ
の
名
称
は
と
も
か
く
、
訴
訟
制
度
を
実
効
あ
ら
し
め
る
効
力
と
し
て
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
広
く
国
際
的
に
認
め
ら
れ

（

2
）
 

る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
外
国
判
決
の
効
力
が
我
が
国
で
承
認
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
基
準
と
し
て
判
決
国
で
あ
る
外
国
法
廷
地
法
と
承
認
国
法

で
あ
る
日
本
法
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
わ
が
国
で
は
、
効
力
拡
張
説
（
外
国
法
廷
地
の
判
決
効
が
承
認
国
に
拡
張
さ
れ
る
と
す
る

立
場
）
が
通
説
的
立
場
を
築
い
て
い
る
が
、
近
時
、
判
決
団
法
の
国
内
へ
の
拡
張
を
承
認
国
法
に
よ
る
制
限
の
も
と
で
認
め
る
立
場

や
、
等
置
説
あ
る
い
は
効
力
付
与
説
と
よ
ば
れ
る
承
認
国
の
立
場
か
ら
効
力
を
与
え
る
立
場
が
有
力
に
説
か
れ
て
い
る
（
本
稿
で
は

用
語
の
統
一
を
図
る
た
め
、
以
下
、
等
置
説
と
い
う
名
称
を
用
い
る
）
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
主
と
し
て
既
判
力
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き

（

3
）
 

た
が
、
執
行
力
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
。

他
方
、
ド
イ
ツ
法
系
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
で
は
判
決
国
法
と
承
認
国
法
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
に
つ
い

て
は
、
議
論
が
複
雑
で
あ
る
。
若
干
の
二
国
間
条
約
を
除
い
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
る
規
定
は
な
い
た
め
、
解
釈
に
委



ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
は
判
決
国
法
を
基
準
に
据
え
つ
つ
、
承
認
国
法
の
一
定
の
介
入
を
認
め
る
見

解
が
多
数
を
占
め
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
承
認
国
法
が
介
入
す
る
か
に
つ
い
て
議
論
が
錯
綜
し
て
い
る
。
ま
た
、
承
認
国
法
説
を

（

4
）
 

説
く
見
解
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
も
こ
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
系

（

5
）
 

の
中
で
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
承
認
国
法
説
が
通
説
と
さ
れ
、
ま
た
ス
イ
ス
で
は
累
積
的
適
用
説
を
支
持
す
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
。

他
方
で
、
近
時
、
わ
が
国
で
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
よ
る
圏
内
的
効
力
に
つ
い
て
個
別
的
な
検
討
を
試
み
る
論
考
も
著
さ
れ
て
き

（

6
）
 

て
い
る
。

し
か
し
、
外
国
判
決
の
承
認
に
よ
る
国
内
的
効
力
の
基
本
問
題
の
検
討
は
、
幾
多
の
各
論
的
問
題
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

検
討
す
る
重
要
性
は
今
日
で
も
薄
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
、
今
後
の
各
論
的
考
察
を
行
っ
て
い
く
上
で

（

7
）
 

の
準
備
作
業
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
日
本
法
の
解
釈
と
し
て
外
国
判
決
の
効
力
、
こ
こ
で
は
既
判
力
の
承
認
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
そ
の
圏
内
的
効

力
の
基
準
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
固
有
法
（
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
）
、
そ
し
て
条
約
（
プ

リ
ユ
ツ
セ
ル
規
則
も
含
む
）
の
順
で
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
本
来
、
法
適
用
関
係
は
条
約
が
国
内
法
に
優
先
す
る
が
、
本
稿
で

論
ず
る
テ
l
マ
は
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
で
の
議
論
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
た
め
、
国
内
法
に
関
す
る
議
論
を
最
初
に
紹

介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ス
イ
ス
の
議
論
も
参
照
し
得
た
限
り
で
紹
介
を
試
み
る
。

外国判決の効力
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法学研究83巻 1号（2010:1) 

ド
イ
ツ
法
系
に
お
け
る
外
国
判
決
の
効
力
論

366 

(-) 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論

固
有
法

学
説

）
 

噌

E
A（
 

効
力
拡
張
説

固
有
法
（
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
）
に
基
づ
く
外
国
判
決
承
認
の
効
力
に
関
す
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
は
、
効
力
拡
張
説

（

8
）

（

9
）
 

（d
S円
wgmω
旬
ω可
R
w
g口
問
）
が
学
説
で
は
通
説
で
あ
る
（
そ
の
淵
源
は
、
少
な
く
と
も
サ
ヴ
ィ
ニ

l
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
こ

の
見
解
の
根
拠
は
、
外
国
判
決
は
判
決
国
の
法
秩
序
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
こ
で
の
訴
訟
手
続
は
将
来
下
さ
れ
る
べ
き
判
決
効
の
源

に
な
る
こ
と
、
ま
た
、
も
し
仮
に
承
認
国
法
を
基
準
と
す
る
と
手
続
実
施
時
に
は
想
起
し
な
か
っ
た
効
力
が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と

（

叩

）

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

a こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
判
決
国
で
下
さ
れ
た
判
決
の
効
力
が
そ
の
ま
ま
承
認
国
に
拡
張
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
判
決
は
、

承
認
国
に
お
い
て
相
当
す
る
判
決
と
同
じ
地
位
（

ea岳
民
色
g
m）
を
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
効
力
拡
張
説
に
よ
れ
ば
判

決
国
法
が
基
準
に
な
る
の
で
、
判
決
効
の
種
類
お
よ
び
範
囲
は
判
決
国
法
に
し
た
が
い
、
判
決
国
法
よ
り
も
広
い
効
力
は
承
認
固
で

（

日

）

は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
承
認
さ
れ
る
の
は
ド
イ
ツ
法
上
手
続
と
性
質
決
定
さ
れ
た
効
力
に
限
ら
れ
、
問
題
と
な
る
効
力
が
手
続

（

ロ

）

（

日

）

か
実
体
か
の
判
断
は
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
判
決
国
に
お
い
て
手
続
か
実
体
か
と
い
う
問
題
と
は
関
係
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
だ
け
で
な
く
、
商
法
七
三
八
条
例
、
非
訟
事
件
手
続
法
二
ハ
条
例
お
よ
び
倒
産
法
三
四
三
条
に

（

M
）
 

つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

判
決
国
で
判
決
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
効
力
は
自
動
的
に
囲
内
に
拡
張
さ
れ
る
。
し
か
し
、
承
認
国
で
下
さ
れ
た
執
行
宣



（日）

言
は
、
別
個
、
取
り
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
判
決
国
で
既
判
力
が
抗
弁
事
項
と
さ
れ
て
い
て
も
、
ド
イ
ツ
で
は
職
権

（時）

調
査
事
項
と
さ
れ
る

D

ま
た
、
外
国
判
決
の
執
行
力
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
等
置
説
（

2
0
E
g
o
－－smω
岳
g
E
O）
が
妥
当
す
る
点

で
見
解
の
一
致
を
見
て
お
り
、
外
国
判
決
の
執
行
力
は
判
決
国
の
執
行
力
が
内
国
に
拡
張
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
圏
内
法
に
基
づ
き

（日）

執
行
力
が
原
初
的
に
付
与
さ
れ
る
と
説
か
れ
る
。

以
上
述
べ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
効
力
拡
張
説
を
支
持
す
る
学
説
で
は
お
お
よ
そ
見
解
が
一
致
し
て
い
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
で
も
承
認
国
法
が
ま
っ
た
く
関
係
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
場
合
に
承
認
国
法
が
介
入
す
る
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
承
認
国
法
の
適
用
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
見
解
の
対
立
が
あ
る
。
第
一
の
見

（国）

解
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
ガ
イ
マ

l
は
、
承
認
さ
れ
る
外
国
判
決
の
効
力
は
、
細
部
で
ド
イ
ツ
法
と
一
致
し
て
い
る
必
要
は
な
い
が

ド
イ
ツ
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
効
力
に
限
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ガ
イ
マ

l
は
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
規
則
に
つ
い
て
は
、
判
決
国
法

（日）

が
無
制
限
（

S
F
g
S忌
ロ
】
巳
）
に
拡
張
さ
れ
る
と
し
、
外
国
判
決
の
効
力
に
つ
い
て
規
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
固
有
法
が
適
用
さ

れ
る
場
合
と
の
区
別
を
行
っ
て
い
る
。

（却）

他
方
、
第
二
の
見
解
と
し
て
、
承
認
国
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
上
は
よ
り
狭
い
範
囲
で
し
か
判
決
効
を
認
め
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ

て
判
決
国
法
が
よ
り
広
い
判
決
効
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
判
決
国
法
に
よ
り
判
決
効
の
範
囲
は
確
定
さ
れ
る
と
す
る
（
た
だ

し
、
こ
の
見
解
は
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
二
国
間
条
約
が
適
用
さ
れ
る
事
件
で
の
評
釈
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
注
意
）
。
そ
れ
ゆ
え
、

外国判決の効力

こ
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
法
上
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
先
決
的
法
律
関
係
（
お
の
宮
腎
宮
ぎ
広
g
m
o）
に
も
既
判
力
を
認

め
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
が
判
決
国
法
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
こ
の
効
力
が
囲
内
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ガ
イ
マ

I
は
こ

の
見
解
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
が
中
間
確
認
の
訴
え
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
先
決
的

法
律
関
係
に
つ
い
て
拘
束
力
を
否
定
し
た
の
は
、
十
分
に
審
理
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
理
由
中
の
判
断
に
ま
で
既
判
力
が
及
ぶ
と
す

る
と
、
誤
っ
た
判
断
が
永
続
し
て
し
ま
う
た
め
、
そ
れ
を
回
避
す
る
と
い
う
、
そ
れ
相
当
の
根
拠
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
原

367 
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（幻）

則
は
外
国
判
決
と
の
関
係
で
も
貫
徹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
第
三
の
見
解
と
し
て
、
判
決
国
法
の
効
力
が
承
認
国
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
と
、
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る

Z
o－
－
広
司
中

（

m）
 

8
ロω片
足
自
色
）
場
合
に
は
、
承
認
国
法
に
よ
る
限
界
付
け
が
な
さ
れ
る
と
説
く
見
解
が
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
ミ

（お）

ユ
ラ
l
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
実
体
的
確
定
力
は
そ
の
効
果
に
お
い
て
、
後
訴
に
お
け
る
当
事
者
の
法
的
審
問
（
色
8

5
の
Z
－
wFゅ
の
各
む
円
）
を
制
限
す
る
。
ま
た
、
憲
法
が
制
度
的
に
保
障
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
的
審
問
は
ド
イ
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ツ
民
事
訴
訟
法
の
最
も
重
要
な
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
の
限
界
に
関
す
る
規

定
は
、
ド
イ
ツ
の
権
利
保
護
体
系
を
本
質
的
に
形
作
る
法
政
策
上
の
重
要
な
判
断
で
あ
る
。
判
決
国
法
を
根
拠
に
、
外
国
判
決
に
対

し
て
民
事
訴
訟
三
二
八
条
を
超
え
て
、
ド
イ
ツ
訴
訟
法
が
限
界
付
け
を
し
た
程
度
を
上
回
る
既
判
力
を
認
め
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
の

権
利
保
護
体
系
の
基
本
思
想
に
合
致
し
た
限
度
を
超
え
て
法
的
審
問
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
お
そ
ら
く
公

序
（
。
昆
号
室
F
E
の
）
を
用
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
、
と
。
ク
ロ
フ
ォ
ラ
l
も
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
の
見
解
を
支
持
し

（

M
）
 

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
広
い
効
力
を
有
す
る
外
国
の
判
決
効
を
承
認
国
法
に
よ
っ
て
限
界
付
け
る
の
は
、
実
際
上
好
ま
し
い
結

論
を
も
た
ら
す
が
、
圏
内
法
を
累
積
的
に
適
用
す
る
と
、
外
国
判
決
の
承
認
に
敵
対
的
に
な
る
の
で
、
ド
イ
ツ
法
上
知
ら
れ
て
い
な

い
効
力
を
公
序
に
よ
っ
て
排
斥
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
公
序
適
用
の
た
め
の
要
件
は
、
当
該
外
国
判
決
の
効
力
が
ド
イ
ツ
法
上
認
め

ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
で
そ
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
の
公
序
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条

一
項
四
号
）
に
反
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
よ
う
な
先
決
関
係
に
拘
束
力
を
認
め
る
外
国
判
決
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
ク
ロ
フ
ォ
ラ
l
は
、
こ
の
よ
う
な
効
力
を
承
認
す
る
こ
と
は
公
序
に
反
す
る
と
し
て
お
り
（
こ
れ
が
通
説
で
あ
る
と
述

（お）
べ
る
）
、
こ
の
立
場
で
は
結
論
的
に
は
第
一
の
見
解
と
異
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ゴ
ッ
ト
ヴ
ア
ル
ト
は
、
当
事
者

（部）

聞
に
お
い
て
先
決
関
係
に
拘
束
力
が
及
ぶ
外
国
判
決
の
承
認
も
原
則
と
し
て
可
能
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
殺
の
場
合
に
は
理



由
中
の
判
断
に
も
既
判
力
が
生
ず
る
と
す
る
民
訴
法
三
二
二
条
二
項
を
も
と
に
し
た
既
判
力
拡
張
に
関
す
る
議
論
に
よ
り
、
先
決
関

係
に
拘
束
力
が
生
ず
る
と
い
う
考
え
は
ド
イ
ツ
法
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
て
い
な
い

（

ωの
E
2
Z
Eロロ
E
m
w
g
g同

HEm
－s

同
時
。
田
島
）
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
同
一
当
事
者
が
外
国
で
訴
訟
を
追
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と

え
ば
争
点
排
除
効
（

Z
5
2
Z宅
巴
l

回
忌

g伺
）
を
考
慮
す
る
こ
と
は
当
事
者
の
法
的
審
問
請
求
権
を
奪
い
、
ド
イ
ツ
の
公
序
違
反

を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
説
く
（
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
者
に
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
が
及
ぶ
場
合
に
は
、
承
認
に
よ
っ
て
そ

の
者
の
法
的
審
問
が
侵
害
さ
れ
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
囲
内
で
そ
の
効
力
を
認
め
る
と
す
る
）
。
シ
ユ
ペ
レ
ン
ベ
ル
ク
も
、
ド
イ
ツ
法
上
は

中
間
確
認
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
先
決
的
法
律
関
係
に
拘
束
力
を
認
め
る
外
国
判
決
を
承
認
し
て
も
公
序
に
反
し
な

（幻）

い
と
述
べ
る
。

外国判決の効力

等
置
説

（却）

他
方
、
等
置
説
（

2
0ゅの
E
z
－－gmω
吾

g江
O
）
も
、
少
数
な
が
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
見
解
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ

（却）

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
判
決
の
既
判
力
の
範
囲
は
外
国
法
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
す
る
立
場
が
好
ま
し
い
と
言
え
る
が
、
そ
の
外

国
判
決
は
ド
イ
ツ
で
は
圏
内
で
認
め
ら
れ
て
い
る
効
力
よ
り
も
広
い
範
囲
を
有
し
な
い
。
つ
ま
り
、
外
国
判
決
が
当
該
外
国
法
に
よ

る
と
判
決
理
由
に
既
判
力
が
生
ず
る
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
効
力
は
生
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
の
効
力
は
認

め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
外
国
判
決
は
内
国
判
決
と
等
置
さ
れ
る
（

mzwEz
－－g）
か
ら
で
あ
る
、
と
。
ま
た
、
同
趣
旨
を
説
く

（却）

別
の
見
解
は
、
外
国
の
高
権
行
為
が
国
内
で
効
力
を
有
す
る
の
は
承
認
国
法
が
そ
れ
を
命
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
内
国
で
効
力
を

通
用
さ
せ
る
命
令
が
付
与
さ
れ
た
（
ポ
ユ
巴

v
g
m
e
g
gの
ozgmωZFEω
）
こ
と
に
よ
り
、
外
国
国
家
の
高
権
行
為
は
手
続
的
に

囲
内
行
為
に
な
る
と
述
べ
る
。
ハ
ー
プ
シ
ャ
イ
ド
は
、
こ
の
後
者
の
見
解
に
賛
同
し
て
、
「
承
認
に
よ
っ
て
外
国
判
決
は
国
籍
を
与

（出）

え
ら
れ
（
ロ

g
E宮
町
立
）
、
外
国
判
決
は
内
国
判
決
と
同
じ
資
格
を
与
え
ら
れ
る
（

m
E岳
m
g窓
口
件
）
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
ノ
イ
ハ
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ウ
ス
は
、
「
囲
内
法
上
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
〔
外
国
の
法
的
〕
行
為
を
圏
内
法
上
の
現
象
に
置
き
換
え
る
こ

（沼）

と
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
依
れ
ば
、
外
国
判
決
は
圏
内
判
決
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
で
、
判
決
国
が
い
ず
れ

の
国
で
あ
ろ
う
と
も
、
承
認
国
で
は
そ
の
効
力
は
異
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
筆
者
が
参
照
し
え
た
限
り
で
は
、
こ
ん
に
ち
、
ド
イ
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ツ
で
は
ほ
と
ん
ど
支
持
を
得
て
い
な
い
。

こ
の
等
置
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
第
一
に
、
同
一
判
決
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
承
認
国
ご
と
に
異
な
っ

（お）

た
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
判
決
の
国
際
的
調
和
が
図
ら
れ
な
い
と
す
る
批
判
が
あ
る
。
第
二
に
、
判
決
団
法
で
は
生
じ
な

い
効
力
が
承
認
国
で
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
た
め
、
訴
訟
追
行
過
程
で
は
ま
だ
判
明
し
て
い
な
い
承
認
国
法
の
判
決
効
が
当

（鈍）

事
者
の
予
測
不
能
な
形
で
生
じ
る
た
め
適
切
で
は
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
第
三
に
、
既
判
力
を
通
じ
た
拘
束
力
は
、
当
事
者
が
自

（部）

己
の
権
利
を
主
張
す
る
機
会
を
有
す
る
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
の
批
判
で
あ
る
。

累
積
的
適
用
説

（部）

少
数
で
は
あ
る
が
、
近
時
有
力
に
説
か
れ
て
い
る
の
が
累
積
的
適
用
説
（
同
区
宮
己
主
。

g
s
g乱
。
）
と
呼
ば
れ
る
見
解
で
あ
る
。

（訂）

シ
ャ
ツ
ク
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
本
説
を
支
持
す
る
。
す
な
わ
ち
、
支
配
的
な
見
解
で
あ
る
効
力
拡
張
説
に
よ
れ
ば
、
外
国
判
決

が
広
範
な
判
決
効
を
認
め
て
い
る
場
合
に
誤
判
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
狭
い
範
囲
で
し
か
既
判
力

を
認
め
て
い
な
い
固
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
外
国
判
決
に
対
し
て
は
何
ら
か
の
制
限
を
認
め
な
い
と
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
た
と
え
ば
、
判
決
効
そ
れ
自
体
が
ド
イ
ツ
法
に
認
め
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
か
、
判
決
効
が
ド
イ
ツ
法
と
本
質
的
に

異
な
ら
な
い
場
合
と
い
っ
た
、
外
国
判
決
に
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ル
タ

ー
は
承
認
国
に
お
け
る
法
的
安
定
性
を
か
え
っ
て
損
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
承
認
国
法
に
よ
る
限
界
付
け
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

（犯）

ロ
l
ト
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
累
積
的
適
用
説
を
支
持
す
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
判
決
の
効
力
は
効
力
拡
張
が
出
発

c 
る
と
す
る
。



点
と
な
る
が
、
観
念
論
に
よ
る
こ
と
な
く
、
当
事
者
の
利
益
状
況
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
効
力
拡
張
説
に
よ

れ
ば
承
認
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
効
力
で
あ
っ
て
も
承
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
国
内
法
に
よ
る

制
限
を
必
要
と
す
る
し
、
他
方
で
等
置
説
に
よ
れ
ば
判
決
国
法
が
認
め
て
い
な
い
効
力
が
承
認
国
で
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
え
、
効
力

が
国
ご
と
に
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
や
は
り
制
限
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
双
方
の
見
解
共
に
制
限
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
累
積
的
適
用
説
が
支
持
さ
れ
る
と
述
べ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ク
ロ
フ
ォ
ラ

l
は
、
累
積
的
適
用
説
で
は
外
国
判
決
が
承
認
国
よ
り
も
広
範
囲
の
効
力
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
承
認
国
法
に
よ
る
限
界
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
外
国
判
決
の
範
囲
の
審
査
を
し
な
い
で
す
む
た
め
、
こ
の
見
解
は
実

務
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
解
決
方
法
と
い
え
る
と
述
べ
つ
つ
も
、
こ
の
見
解
が
等
置
説
に
部
分
的
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る

（却）

と
承
認
に
敵
対
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
（

g
2
w
gロ
ロ
ロ
宮
P
E
a－各
R
k
p
g
a
N）
に
な
る
と
し
て
、
批
判
す
る
。
ま
た
、
シ
ュ
ペ
レ
ン

（

ω）
 

ベ
ル
ク
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
上
は
別
居
判
決
（
寸

3
5
5
m
gロ
寸
宮
島

g品
目
立
件
）
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
し
、
ま
し
て
や
効
力
も
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
国
別
居
判
決
は
ド
イ
ツ
で
効
力
を
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
外
国
判
決
の
効
力
を
園
内
法
に
よ
っ
て
制
限
す
る
見
解
や
累
積
的
適
用
説
は
、
実
際
に
は
貫
徹
さ
れ
て
い

な
い
、
と
。
さ
ら
に
、
フ
イ
ツ
シ
ャ

l
は
、
通
説
は
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
条
約
（
あ
る
い
は
規
則
）
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
は
、
国
内
法

に
よ
る
制
限
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
外
国
訴
訟
法
に
基
づ
く
判
決
効
の
承
認
か
ら
国
内
法
上
の
基
本
権
の
侵
害

（制）

を
回
避
さ
せ
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
に
疑
問
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

外国判決の効力

(2) 

H
H
H
d
 

虫
十

例

ド
イ
ツ
の
判
例
の
態
度
は
、
等
置
説
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
時

系
列
に
沿
う
形
で
、
紹
介
を
試
み
る
。
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（
位
）

【
一
九
八
一
年
デ
ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
地
方
裁
判
所
｝
（
等
置
説
）
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ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
人
夫
婦
が
ド
イ
ツ
で
生
活
を
し
、
子
供
を
も
う
け
て
い
た
が
、
そ
の
後
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
裁
判
所
で
離
婚
し

た
。
離
婚
に
際
し
て
子
の
扶
養
料
の
支
払
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
た
。
本
件
は
子
供
が
そ
の
後
の
生
活
状
況
に
変
動
が
生
じ
た
こ
と

を
理
由
に
、
扶
養
料
の
増
額
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
増
額
を
認
め
た
原
審
を
支
持
し
た
が
そ
の
際
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
外
国
債
務
名
義
の
承
認
に
よ

っ
て
、
そ
の
債
務
名
義
は
国
内
に
お
い
て
｜
｜
根
拠
と
な
っ
た
実
体
法
上
の
扶
養
料
請
求
権
の
実
現
に
つ
い
て
｜
｜
圏
内
で
の
扶
養

料
に
関
す
る
債
務
名
義
と
同
一
の
効
力
を
付
与
さ
れ
る
」
、
と
。

【
一
九
八
三
年
連
邦
通
常
裁
判
所
札
制
｝
（
等
置
説
）

一
九
八
一
年
デ
ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
地
裁
判
決
の
上
告
審
で
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
「
外
国
判
決
そ
れ
自
体
は
、
国
際

公
法
の
観
点
か
ら
は
、
判
決
国
の
境
界
内
に
お
い
て
の
み
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
た
場
合
に
限
り
に
お
い

て
の
み
、
内
国
に
効
力
を
及
ぼ
す
。
内
国
の
国
家
権
力
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
承
認
に
よ
っ
て
、
外
国
債
務
名
義
は
内
国
の
債
務
名

義
と
等
置
さ
れ
（

m
E各
m
g窓
口
2
）
、
こ
の
地
の
法
秩
序
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
」
と
述
べ
、
等
置
説
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

（叫）

【
一
九
八
五
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
決
定
】
（
承
認
国
法
に
よ
る
留
保
っ
き
効
力
拡
張
）

ス
ペ
イ
ン
の
裁
判
所
に
、
給
付
義
務
不
存
在
確
認
訴
訟
が
係
属
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
で
給
付
を
求
め
る
訴
え
が
提
起
さ
れ

た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、
民
事
訴
訟
法
一
四
八
条
に
よ
り
ド
イ
ツ
訴
訟
を
中
止
し
た
が
、
ド
イ
ツ
訴
訟
の
原
告
は
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
に
抗
告
を
申
し
立
て
、
そ
の
抗
告
が
認
め
ら
れ
た
。
上
級
地
裁
は
、
中
止
が
考
慮
さ
れ
る
の
は
、

ド
イ
ツ
訴
訟
の
判
決
が
ス
ペ
イ
ン
で
係
属
し
て
い
る
訴
訟
物
の
権
利
関
係
と
全
部
ま
た
は
一
部
と
関
係
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
中



止
を
求
め
る
根
拠
と
な
っ
た
ス
ペ
イ
ン
の
手
続
が
ド
イ
ツ
訴
訟
に
対
し
て
拘
束
力
（
回
宮
内
田

gmω
笠
井
g
m）
を
有
す
る
こ
と
が
必
要

ス
ペ
イ
ン
訴
訟
の
当
事
者
と
ド
イ
ツ
訴
訟
の
当
事
者
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
本
件
で

で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
上
級
地
裁
は
、

ド
イ
ツ
訴
訟
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
拘
束
力
が
及
ぶ
か
否
か
を
地
裁
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
地
裁
は
、
ド
イ
ツ

と
ス
ペ
イ
ン
に
相
互
保
証
が
あ
る
か
否
か
を
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
中
止
を
認
め
な
か
っ
た
。

そ
の
際
に
裁
判
所
は
、
「
既
判
力
の
効
果
は
、
ス
ペ
イ
ン
訴
訟
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
本
件
と
同
一
当
事
者
間
で
の
み
生
ず
る
。

た
し
か
に
外
国
判
決
は
、
判
決
固
に
お
け
る
と
同
様
の
効
力
が
承
認
さ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
法
よ
り
も
広
い
効
力
を
有
す
る
こ
と
は
な

い
。
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
よ
る
と
、
既
判
力
は
当
事
者
間
で
の
み
生
ず
る
。
」
「
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
方
裁

判
所
は
訴
訟
を
中
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
。

（必）

【
一
九
九
二
年
連
邦
通
常
裁
判
所
】
（
効
力
拡
張
説
）

懲
罰
的
損
害
賠
償
を
命
ず
る
米
国
判
決
の
承
認
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
外
国
判
決
の
承
認
理
論
と
の

関
係
で
次
の
よ
う
に
述
べ
、
効
力
拡
張
説
に
即
し
た
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
外
国
判
決
の
効
力
は
、
も
ち
ろ
ん
、
判

決
国
の
法
秩
序
に
よ
り
効
力
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
、
内
国
に
拡
張
さ
れ
る
（
者
庄
内

g
m
g巴ロ
0
2
5
E
E官
舎

g
C
2
0皆
w
g・

5
ロ
色
目
。
邑
吉
宮

E
三
宮
ロ
ロ

2
2
8
H巳何百円四
0
2可
R
E
d
s
a
o
p
d匂
O
E－
－
・
）
。
判
決
国
法
に
よ
る
と
ま
っ
た
く
無
効
で
あ
る
、
ま
た

は
相
対
的
に
無
効
で
あ
る
（
R
E
2
Z
F
E
E♀
z
m
a
2
5
4匂町
w
g
B）
判
決
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
民
事
訴
訟
法
七
二
二
条
お
よ
び
七

外国判決の効力

二
三
条
に
基
づ
い
て
執
行
力
が
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

二
国
間
条
約

若
干
古
い
が
、
外
国
判
決
の
承
認
執
行
に
関
す
る
二
国
間
条
約
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
ら
ず
南
米
も
含
ん
で
い
る
）
を
研
究
し
た
イ
エ

2 

373 
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リ
ネ
ッ
ク
は
、
戦
前
に
締
結
さ
れ
た
各
国
の
二
国
間
条
約
で
は
効
力
拡
張
説
は
例
外
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
イ
ェ
リ
ネ

ッ
ク
自
身
は
、
条
約
締
結
の
目
的
に
照
ら
す
と
判
決
国
で
生
じ
る
効
力
を
す
べ
て
承
認
国
に
及
ぼ
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
効
力
拡

（
組
閣
）

張
説
を
支
持
し
て
い
る

D

374 

ド
イ
ツ
の
下
級
審
裁
判
例
に
は
、
二
国
間
条
約
が
適
用
さ
れ
た
事
案
で
、
判
決
国
法
と
承
認
国
法
と
の
累
積
的
適
用
を
説
く
も
の

（
抑
制
）

が
あ
る
が
（
後
述
の
一
九
九
二
年
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
裁
）
、
こ
れ
に
対
し
て
は
批
判
的
な
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
固

有
法
（
つ
ま
り
、
条
約
の
適
用
が
な
く
民
訴
法
三
二
八
条
が
適
用
さ
れ
る
）
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
異
な
り
、
二
国
間
条
約
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
は
、
双
方
の
法
制
度
は
緊
密
な
関
係
に
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
上
は
対
応
す
る
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
外
国
判
決
の
効
力

を
そ
の
ま
ま
承
認
し
た
と
し
て
も
、
法
的
安
定
性
を
害
す
る
こ
と
も
な
い
し
、
む
し
ろ
、
条
約
締
結
を
通
じ
て
異
な
っ
た
訴
訟
シ
ス

テ
ム
を
導
入
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
条
約
上
明
文
の
規
定
が
な
い
限
り
は
効
力
拡
張
説
を
採
る
べ
き
で
あ

り
、
極
端
な
場
合
に
は
公
序
に
よ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
じ
て
承
認
を
拒
む
こ
と
で
対
処
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。

ド
イ
ツ
が
締
結
し
た
二
国
間
条
約
に
お
い
て
効
力
拡
張
を
定
め
る
の
は
、
以
下
の
三
つ
の
条
約
で
あ
る
。

①
一
九
五
八
年
ド
イ
ツ
H
ベ
ル
ギ
ー
条
約
一
条
一
項
三
対

「
一
条一

項
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
一
方
の
締
約
国
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
は
、
当
事
者
の
請
求
権
に
つ
い
て
適
法
な
救
済
が
認

め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
他
の
締
約
国
の
高
権
領
域
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
が
、
二
条
に
掲
げ
ら
れ
た
拒
否
事
由
に
該
当
す
る

と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
金
銭
給
付
を
目
的
と
す
る
暫
定
的
命
令
も
承
認
さ
れ
る
。
承
認
に
よ
っ
て
、
判
決
国
の
高
権
領
域
で

生
ず
る
効
力
が
判
決
に
認
め
ら
れ
る
。

二
項
以
下
省
略
」



（必）

三
文
は
、
無
制
限
の
効
力
拡
張
と
解
さ
れ
て
い
る
。

（印）

②
一
九
六
二
年
ド
イ
ツ
H
オ
ラ
ン
ダ
条
約
一
条
一
項
二
文

「
一
条一

項
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
、
争
訟
事
件
ま
た
は
非
訟
事
件
手
続
で
両
当
事
者
の
請
求
権
に
関
し
て
一
方
の
締
約
国
裁
判

所
で
下
さ
れ
た
判
決
は
、
未
確
定
で
あ
っ
て
も
他
の
締
約
国
で
承
認
さ
れ
る
。
承
認
に
よ
っ
て
、
判
決
固
に
お
い
て
生
ず
る
効
力

が
判
決
に
認
め
ら
れ
る
。

以
下
省
略
」

二
項

（日）

二
文
は
、
無
制
限
の
効
力
拡
張
と
解
さ
れ
て
い
る
。（臼）

③
一
九
三
六
年
ド
イ
ツ
H
イ
タ
リ
ア
条
約
一
条
一
項

「
一
条一

項
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
一
方
の
締
約
国
が
下
し
た
既
判
力
を
有
す
る
判
決
は
、
判
決
国
の
裁
判
所
が
次
条
以
下
の
規

定
に
よ
り
管
轄
を
有
し
、
裁
判
が
申
し
立
て
ら
れ
た
国
の
法
に
よ
り
そ
の
国
の
裁
判
所
ま
た
は
第
三
国
が
専
属
管
轄
を
有
し
な
い

と
き
に
は
、
他
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

以
下
省
略
」

二
項

外国判決の効力

（回）

【
一
九
五
七
年
ザ
l
ル
プ
リ
ユ
ツ
ケ
ン
上
級
地
方
裁
判
所
】
（
効
力
拡
張
説
）

フ
ラ
ン
ス
の
ボ
ル
ド
ー
高
等
裁
判
所
が
代
金
債
権
に
つ
い
て
判
決
を
下
し
、
買
主
が
抗
弁
と
し
て
提
出
し
た
暇
庇
を
理
由
に
請
求

は
一
部
認
容
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
買
主
は
、
ド
イ
ツ
で
解
除
権
を
行
使
し
た
が
、
こ
の
解
除
権
行
使
の
訴
訟
が
フ
ラ
ン
ス
判
決
の
判

決
効
に
遮
断
さ
れ
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
（
本
件
は
、
民
訴
法
三
二
八
条
に
優
先
す
る
ザ
l
ル
条
約
と
呼
ば
れ
る
条
約
が
適
用
さ
れ
た
）
。

375 

ザ
l
ル
プ
リ
ユ
ツ
ケ
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
ド
イ
ツ
で
の
訴
訟
提
起
は
適
法
で
あ
る
と
し
た
。
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「
外
国
判
決
の
既
判
力
の
範
囲
は
、
事
項
的
範
囲
お
よ
び
人
的
範
囲
の
双
方
と
も
に
外
国
法
廷
地
法
に
よ
り
定
ま
る
。
フ
ラ
ン
ス
法

に
よ
る
と
、
既
判
力
は
判
決
の
対
象

r
h
a
g
ω
gロ円二
g
C
2
a
－mf
b
Z兄
島
区
宮
m
o
s
o
z
t）
に
の
み
及
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
主

文
に
の
み
既
判
力
は
生
ず
る
。
そ
し
て
、
暇
庇
の
主
張
は
判
決
理
由
中
の
判
断
で
あ
り
主
文
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、

ド
イ
ツ
訴
訟
の
原
告
は
解
除
権
を
主
張
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
」
、
と
。

376 

（

M
）
 

｛
一
九
九
二
年
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
判
決
】
（
累
積
的
適
用
説
）

ド
イ
ツ
H
オ
ー
ス
ト
リ
ア
条
約
（
一
九
五
九
年
六
月
六
日
の
民
商
事
事
件
に
お
け
る
判
決
、
和
解
お
よ
び
公
正
証
書
の
相
互
承
認
お
よ
び

執
行
に
関
す
る
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
条
約
）
が
適
用
さ
れ
た
事
案
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
は
、
訴
訟
手
続
の
代
わ

り
に
非
訟
手
続
に
よ
っ
て
裁
判
が
な
さ
れ
た
た
め
外
国
裁
判
が
無
効
で
あ
っ
た
も
の
の
、
既
判
力
の
発
生
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
た
場

合
に
は
、
ド
イ
ツ
で
承
認
さ
れ
る
と
し
た
。

そ
の
際
、
裁
判
所
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所
が
下
し
た
裁
判
の
承
認
に
つ
い
て
、
シ
ャ
ツ
ク
や
マ
ン
コ
フ
ス
キ
l
（
い
ず
れ
も

累
積
的
適
用
説
）
の
文
献
を
引
用
し
て
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
判
決
の
既
判
力
の
承
認
は
承
認
概
念
に
照
ら
し
て
、
問
題
は
な
い
。
承
認
は
、
承
認
国
の
領
域
に
お
い
て
、
承
認
国
で
［
判
決
国

の
裁
判
に
］
相
当
す
る
承
認
固
に
お
け
る
裁
判
の
効
力
範
囲
の
上
限
に
い
た
る
ま
で
効
力
が
拡
張
さ
れ
る
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
。
非

訟
事
件
裁
判
の
既
判
力
が
ド
イ
ツ
法
上
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
〔
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所
の
］
判
決
の
既
判
力
の
承
認
は
制
限

さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
本
件
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
」
。
な
ぜ
な
ら
、
「
ド
イ
ツ
法
も
非
訟
事
件
裁
判
の
実
体
的
確
定
力
を
認
め
て
い

る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
外
国
非
訟
事
件
裁
判
の
承
認
に
つ
い
て
、
効
力
拡
張
説
を
前
提
に
承
認
国
法
に
よ

る
制
限
を
認
め
て
い
る
。



多
国
間
条
約
（
規
則
）

川

ハ

l
グ
扶
養
裁
判
の
承
認
執
行
条
約

一
九
五
八
年
の
ハ

l
グ
扶
養
執
行
条
約
六
条
二
項
は
等
置
説
（

easa色
g
m
ω
S
g乱
。
）
に
立
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

3 「
六
条一

項
二
項

省
略

執
行
可
能
な
判
決
は
、
執
行
国
の
管
轄
を
有
す
る
官
署
で
言
い
渡
さ
れ
る
の
と
同
様
に
妥
当
し
、
か
つ
同
じ
効
力
（
島
町
包
0

・

E
5
4司庄内

g
m）
を
有
す
る
。
」

他
方
、
一
九
七
三
年
の
ハ

l
グ
扶
養
裁
判
の
承
認
執
行
条
約
に
お
け
る
報
告
書
で
は
、
効
力
拡
張
説
に
基
づ
い
た
説
明
が
な
さ
れ

（回）

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
外
国
判
決
の
承
認
と
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
外
国
判
決
が
判
決
国
に
お
い
て
有
す
る
拘
束
力
｜
｜
あ
る

い
は
既
判
力
ー
ー
を
執
行
国
に
お
い
て
有
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
、
と
。

(2) 

ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
条
約

外国判決の効力

ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
条
約
に
お
い
て
も
、
効
力
拡
張
説
が
有
力
で
あ
っ
た
。
同
条
約
の
、
ジ
ュ
ナ
l
ル
報
告
書
で
は
、
「
承
認
に
ょ
っ

（町）

て
、
判
決
が
下
さ
れ
た
高
権
領
域
で
生
ず
る
効
力
を
、
そ
の
判
決
は
伴
う
」
と
し
て
い
た
。

ま
た
学
説
上
も
、
た
と
え
ば
ガ
イ
マ

l
は
、
民
訴
法
三
二
八
条
の
場
合
と
異
な
り
、
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
条
約
に
つ
い
て
は
無
制
限
の

（印）

効
力
拡
張
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ヨ

l
ロ
ツ
パ
共
同
体
内
部
で
の
判
決
の
自
由
な
往
来
（
司
叫
⑦
首
円

な
限
り
広
げ
る
こ
と
が
条
約
の
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
口

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
の
判
例
も
、
こ
の
立
場
に
よ
っ
て
い
る
。
プ
リ
ユ
ツ
セ
ル
条
約
当
時
の
判
例
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判

所
は
、
「
二
六
条
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
外
国
判
決
は
、
原
則
と
し
て
判
決
固
と
同
一
の
効
力
を
承
認
国
に
お
い
て
拡
張
し
な
け
れ

377 
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ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
条
約
が
適
用
さ
れ
た
ド
イ
ツ
圏
内
の
下
級
審
裁
判
例
を
紹
介
す
る
。

本
件
で
は
、
承
認
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
の
方
が
判
決
効
の
及
ぶ
効
力
が
広
く
な
る
が
、
判
決
国
法
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
法
に
よ
っ
て
判

断
し
て
い
る
。

378 

【
一
九
九
一
年
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
決
定
】
（
効
力
拡
張
説
）

一
九
六
三
年
に
結
婚
し
た
ド
イ
ツ
人
妻
と
イ
タ
リ
ア
人
夫
の
夫
婦
に
子
供
が
三
人
い
た
。

別
居
の
手
続
を
申
立
て
た
が
、
そ
の
裁
判
で
は
妻
に
子
の
監
護
権
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
夫
に
は
扶
養
料
の
支
払
義
務
が
命
じ
ら
れ
た
。

夫
は
、
ま
た
、
一
九
八
五
年
に
イ
タ
リ
ア
で
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
、
一
九
八
七
年
に
判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
こ
の
判
決
で
も
妻
に
監

護
権
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
夫
は
子
の
扶
養
料
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
た
。

本
件
で
は
夫
（
父
）
に
対
し
て
、
妻
が
別
居
お
よ
び
離
婚
後
の
扶
養
を
、
ま
た
子
供
が
扶
養
料
の
支
払
い
を
求
め
た
も
の
で
あ
る

が
、
子
が
起
こ
し
た
ド
イ
ツ
手
続
で
の
請
求
が
イ
タ
リ
ア
で
の
手
続
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
裁
判
所

は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
子
供
が
扶
養
料
を
求
め
て
ド
イ
ツ
囲
内
で
給
付
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
し
た
。

「
イ
タ
リ
ア
訴
訟
で
債
務
名
義
が
認
め
ら
れ
た
扶
養
義
務
は
、
本
件
で
、
子
供
に
よ
る
扶
養
料
請
求
の
主
張
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
資
格
を
得
た
の
は
妻
（
母
）
だ
け
で
あ
っ
て
、
子
供
自
身
に
は
資
格
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
」
「
ド
イ
ツ
民
法
二
ハ
二
九
条
三
項
と
異
な
り
、
［
イ
タ
リ
ア
］
判
決
は
子
供
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

一
九
八
四
年
に
夫
は
イ
タ
リ
ア
で
婚
姻

ド
イ
ツ
の
実
体
法
ま
た
は
訴
訟
法
が
、
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
採
っ
て
い
よ
う
と
も
関
係
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
こ
で
は
外
国
判
決
の
効
力
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
通
説
で
あ
る
効
力
拡
張
説
に
よ
れ
ば
原
則
と
し
て
外
国
法
に
よ
っ
て
定
ま
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
条
約
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
」
「
し
た
が
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
は
、

ド
イ
ツ
で
は
、
イ
タ
リ
ア
法
上
認
め
ら
れ
る
効
力
よ
り
も
広
い
効
力
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
」



(3) 

外国判決の効力

ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
規
則

ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
規
則

ωー
ー
ー
厳
密
に
は
同
規
則
は
条
約
で
は
な
い
が
、
便
宜
上
、
多
国
間
条
約
に
位
置
づ
け
て
お
く
ー
ー
ー
に
つ
い

（

臼

）

）

－

（

臼

）

て
も
同
様
に
、
効
力
拡
張
説
が
支
配
的
で
あ
る
（
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル

ωω
に
つ
い
て
も
同
様
に
説
か
れ
て
い
る
）
。
た
と
え
ば
、
シ
ユ

（臼）

ロ
ッ
サ
l
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
は
い
わ
ゆ
る
効
力
拡
張
説
に
し
た
が
っ
て
お
り
、
判
決
国
で
有
す
る
判
決
の
効
力
は
執
行
力

（〈。－
Z
可

RwgmωdE長
g
m
g）
を
除
い
て
す
べ
て
自
動
的
に
承
認
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
ガ
イ
マ

l
は
、
判
決
国
法
の
効
力

は
無
制
限
に
承
認
国
に
拡
張
さ
れ
る
と
説
く
。
し
た
が
っ
て
、
判
決
国
に
お
い
て
先
決
関
係
（
胃
丘

E
E
o－－
o司
g
E
O）
に
拘
束
力

（臼）

が
生
ず
る
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
そ
の
効
力
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
ク
ロ
フ
ォ
ラ
ー
な
ど
は
、
承
認
国
で
認
め
ら
れ
て
い
な
い
判
決
効
も
承
認
対
象
と
な
り
う
る
が
、
公
序
（
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル

（侃）

規
則
三
四
条
一
号
）
に
よ
る
制
限
を
留
保
し
て
い
る
。

（伺）

こ
れ
に
対
し
て
累
積
的
適
用
説
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
シ
ャ
ツ
ク
は
、
累
積
的
適
用
説
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
（
プ
リ
ユ
ツ
セ
ル

条
約
）
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
シ
ャ
ツ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
累
積
的
適
用
説
を
根
拠
付
け
て
い
る
。
川

一
般
的
な
見
解
は
無
制
限
の
効
力
拡
張
説
を
説
い
て
い
る
が
、
条
文
上
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
、

ωた
し
か
に
ジ
ュ
ナ
l
ル
報

（前）

告
書
は
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
条
約
二
六
条
の
部
分
で
効
力
拡
張
説
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
l
報
告
書
は
、
各
国
の
判

（伺）

決
効
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
締
約
国
に
一
般
的
に
拡
張
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
、

ω参
加
的
効
力
に
関
す
る
ブ
リ

ユ
ツ
セ
ル
規
則
六
五
条
二
項
二
号
か
ら
は
一
般
的
な
効
力
拡
張
を
導
き
出
せ
な
い
、
な
ど
と
説
く
。
ま
た
、
シ
ャ
ツ
ク
に
よ
る
と
、

累
積
的
適
用
説
に
よ
れ
ば
内
国
法
に
よ
る
制
限
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
予
見
可
能
性
を
損
な
う
よ
う
な
公
序
を
持
ち
出
す

（伺）

必
要
は
な
い
と
い
う

D
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次
に
紹
介
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
は
、
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
規
則
で
の
外
国
判
決
の
承
認
は
無
制
限
の
効
力
拡
張
で
あ
る
と
し



て
い
る
。
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（河）

【二

O
O七
年
連
邦
通
常
裁
判
所
決
定
】
（
無
制
限
の
効
力
拡
張
）

債
務
者
で
あ
る
原
告
は
、
執
行
受
諾
文
言
っ
き
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
公
正
証
書
に
よ
っ
て
作
成
し
た
が
、
こ
の
信
用
契
約
は

公
序
に
反
す
る
と
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
地
方
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所

は
請
求
を
棄
却
し
、
判
決
は
確
定
し
た
。
そ
の
後
、
原
告
は
、
今
度
は
ド
イ
ツ
で
同
様
の
理
由
に
基
づ
い
て
請
求
異
議
の
訴
え
を
提

起
し
た
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
本
件
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
で
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
強
制
執
行
を
根
拠
付
け

る
請
求
権
が
被
告
で
あ
る
債
権
者
に
実
体
法
上
帰
属
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
判
決
で
は
こ
の
こ
と
が
肯
定
さ
れ

て
い
る
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
実
体
的
確
定
力
に
つ
い
て
、
判
決
国
で
下
さ
れ
た
判
決
の
効
力
が
、
比
較
可

能
な
承
認
国
に
お
け
る
判
決
の
効
力
よ
り
も
広
範
囲
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
規
則
の
適
用
範
囲
内
で
は
、
承
認
国
は

こ
の
効
力
を
無
制
限
に
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

（ニ）

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
議
論

1 

且ι
ナ

説

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
圧
倒
的
な
支
配
的
見
解
（

e
o
S
E
m
F
2
2
。Z
E
o
富

a
g口
問
）
が
等
置
説
を
支
持
し
て
い
る
と
さ
れ
て

（

n）
 

い
る
。
こ
の
点
を
詳
細
に
説
い
て
い
る
の
が
マ
チ
ャ
ー
で
あ
り
、
フ
ア
ツ
シ
ン
グ
や
ホ
イ
ヤ

l
、
シ
ュ
ヴ
ィ
マ
ン
も
こ
の
結
論
に
し

（花）

た
が
っ
て
い
る
。

マ
チ
ャ

l
は
、
基
本
的
な
立
場
と
し
て
、
外
国
判
決
の
承
認
は
訴
訟
法
上
の
効
力
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
承
認
国
法



（泊）

を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
効
力
拡
張
説
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
批
判
、
す
な
わ
ち
、
ど
こ
の
国
が
承
認
国
に

な
る
か
、
そ
し
て
ど
の
範
囲
で
判
決
効
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
は
、
訴
訟
を
行
っ
て
い
る
段
階
で
は
当
事
者
に
は
判
明
し
な
い
の
で
、

承
認
団
法
の
判
決
効
の
範
囲
が
承
認
国
法
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
場
合
に
は
等
置
説
で
は
当
事
者
の
法
的
審
聞
が
害
さ
れ
る
と
い
う
指

摘
は
、
等
置
説
も
看
過
し
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
そ
れ
で
も
等
置
説
が
支
持
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
ハ
ー
プ
シ
ャ
イ
ド
に
よ
る
既
判

力
の
比
較
法
的
研
究
か
ら
す
る
と
、
外
国
訴
訟
法
が
著
し
く
不
均
質
な
規
律
を
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
法
的
安
定
性
を
損
な
わ

ず
に
圏
内
の
権
利
保
護
シ
ス
テ
ム
に
外
国
訴
訟
法
の
効
力
を
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

（叫）

疑
念
は
、
判
決
国
法
の
定
め
る
判
決
効
の
範
囲
を
承
認
国
法
の
立
場
か
ら
制
限
す
る
と
い
う
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
説
く
。
ま
た
、

効
力
拡
張
説
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
既
判
力
に
つ
い
て
は
外
国
法
廷
地
法
、
執
行
力
に
つ
い
て
は

国
内
法
と
い
う
見
解
を
と
る
が
、
効
力
拡
張
を
説
く
見
解
は
、
す
で
に
克
服
さ
れ
た
は
ず
の
実
体
的
既
判
力
論
の
考
え
に
依
拠
し
て

（河）

い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。

外国判決の効力

こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
効
力
拡
張
説
を
唱
え
る
見
解
が
少
数
な
が
ら
あ
る
。
一
九
七
一
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際

（河）

私
法
の
改
正
草
案
（
い
わ
ゆ
る
「
シ
ユ
ヴ
ィ
ン
ト
草
案
」
）
を
起
草
し
た
こ
と
で
著
名
な
シ
ユ
ヴ
ィ
ン
ト
は
、
人
の
身
分
関
係
の
変
更

（円）

を
も
た
ら
す
外
国
判
決
の
承
認
と
の
関
係
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
承
認
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
三
つ

の
可
能
性
が
あ
り
、
第
一
の
立
場
と
し
て
、
承
認
を
求
め
て
い
る
固
と
承
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
国
の
双
方
の
法
秩
序
が
、
同
じ
効

果
を
有
し
て
い
る
場
合
に
の
み
承
認
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
は
、
問
題
と

な
っ
て
い
る
法
秩
序
の
い
ず
れ
も
が
予
定
し
て
い
な
い
方
法
で
身
分
変
更
が
有
効
に
な
る
と
し
て
、
こ
の
解
決
方
法
は
不
十
分
で
あ

る
と
説
く
。
第
二
に
、
承
認
を
通
じ
て
、
身
分
関
係
の
変
更
を
命
ず
る
外
国
判
決
は
国
内
で
こ
れ
に
相
当
す
る
身
分
関
係
の
変
更
と

し
て
認
め
ら
れ
る
（
寸
B
ロ
色
白
自
己
芯
ロ
品

2
m
g
E
E宮
島
g
ω
S
Z怠
E
Rロロ
m
宮
内
出

o
o
E毎
月
。
z
z
o
E
Eロ
e
R
V
0
2
z
w
w
g）

と
す
る
も
の
で
、
身
分
変
更
の
効
果
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
た
め
、
裁
判
官
に
は
簡
明
な
解
決
方
法
で
あ

381 



法学研究83巻 l号（2010:1) 

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
は
、
ま
ず
、
身
分
関
係
は
属
人
法
（
司
2
8
5
Z
S
Z件
）
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
準
拠
法
上
は
ま
っ
た
く
生
じ
な
い
効
果
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
承
認
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
前
提
と
な
る
原
則
に
反
す
る
こ

と
、
ま
た
、
外
国
訴
訟
手
続
で
は
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
判
決
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り

広
い
身
分
関
係
の
変
更
が
圏
内
で
生
ず
る
可
能
性
が
生
じ
、
こ
の
こ
と
は
両
当
事
者
の
法
的
審
問
を
害
す
る
と
批
判
す
る
。
第
三
の

見
解
と
し
て
、
判
決
国
で
判
決
に
認
め
ら
れ
る
効
果
を
完
全
に
承
認
す
る
（

g
＝－S
E
E
S
E吋
O
N

－－2
8）
と
い
う
見
解
を
紹
介

す
る
。
判
決
国
が
身
分
関
係
の
準
拠
法
所
属
国
で
あ
る
と
き
に
は
、
人
の
身
分
は
属
人
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
の
原
則
に
適
合

す
る
し
、
第
三
国
で
下
さ
れ
た
場
合
に
は
判
決
国
で
下
さ
れ
た
効
力
は
承
認
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
と
説
く
。
つ
ま
り
、
属
人
法
が

適
用
さ
れ
た
結
果
下
さ
れ
た
判
決
の
効
力
が
、
承
認
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
シ
ユ
ヴ
イ

ン
ト
は
、
実
際
上
は
困
難
な
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
立
場
に
賛
成
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
立
場
の
み
、
人
の

（苅）

身
分
は
そ
の
属
人
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
。

こ
の
マ
チ
ャ

l
と
シ
ユ
ヴ
ィ
ン
ト
の
見
解
は
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
｜
｜
た
だ
し
、
マ
チ
ャ
ー
は
そ
の
後
、
従
来
か
ら

（河）

主
張
し
て
い
る
等
置
説
を
維
持
し
つ
つ
も
、
等
置
か
効
力
拡
張
か
と
い
う
議
論
は
実
益
が
あ
ま
り
な
い
と
評
し
て
い
る
｜
｜
。
等
置

説
は
、
外
国
判
決
の
承
認
を
訴
訟
法
的
理
解
か
ら
圏
内
訴
訟
法
上
の
効
力
だ
け
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
効
力
拡

張
を
行
っ
た
場
合
に
外
国
訴
訟
法
が
及
ぼ
す
囲
内
手
続
へ
の
悪
影
響
を
懸
念
し
た
も
の
と
評
価
し
う
る
。
つ
ま
り
、
各
国
訴
訟
法
が

著
し
く
異
な
っ
て
い
る
現
状
か
ら
、
国
内
で
訴
え
る
権
利
が
圏
内
法
と
大
き
く
菰
離
し
た
外
国
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
せ
る
こ
と
へ
の

警
戒
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
結
果
を
回
避
す
る
に
は
、
外
国
法
の
効
果
の
承
認
を
囲
内
法
上
も
認
め
ら
れ
て
い
る

範
囲
内
に
限
定
す
る
と
い
う
立
場
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
等
置
説
、
つ
ま
り
、
国
内
法
上
の
効
力
の
み
を
外
国
判
決
に
認
め
る
立
場

を
説
く
。
内
国
後
訴
を
提
起
す
る
当
事
者
の
手
続
保
障
を
確
保
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
一
定
の
評
価
が
可
能
で
あ
る
が
、
他
面
で
外

国
訴
訟
手
続
に
結
び
付
け
ら
れ
た
効
果
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
そ
の
意
味
で
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
対
し
て
敵
対
的
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る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、



な
立
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
効
力
拡
張
を
説
く
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
は
、
ド
イ
ツ
で
近
時
説
か
れ
て
い
る
効
力
拡
張
説
の
基
本
的
立
場
と
も
異
な
る

論
旨
を
展
開
す
る
。
つ
ま
り
、
判
決
国
が
準
拠
法
を
決
定
し
、
そ
の
結
果
下
さ
れ
た
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
身
分
関
係
の
変
動

を
支
配
す
る
の
は
属
人
法
で
あ
る
と
す
る
基
本
原
則
と
調
和
が
と
れ
て
い
る
と
し
、
国
際
私
法
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
に

よ
る
身
分
変
動
と
外
国
判
決
の
承
認
の
連
続
性
と
を
重
視
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
立
場
は
国
際
私
法
秩
序
が
予
定
し
て
い
る
判

決
の
国
際
的
調
和
を
意
識
し
た
議
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
承
認
国
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
が
予
定

外国判決の効力

し
て
い
る
準
拠
法
決
定
ル
l
ル
と
の
関
係
で
し
か
な
い
）
。
他
方
、
ド
イ
ツ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
効
力
拡
張
説
は
、
準
拠
法
適
用
の
国
際

的
調
和
の
観
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
判
決
国
で
の
訴
訟
活
動
に
結
び
つ
い
た
場
所
、
そ
し
て
そ
の
結
果
生
じ
た
判
決
の
当
事
者
へ
の

影
響
と
予
測
可
能
性
を
、
外
国
法
廷
地
法
を
承
認
国
へ
効
力
拡
張
す
る
こ
と
の
根
拠
に
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
外
国
判
決
の

承
認
を
あ
く
ま
で
も
手
続
問
題
と
と
ら
え
て
い
る
点
で
、
マ
チ
ャ

l
と
同
じ
出
発
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
が
説
く
根

（剖）

拠
が
現
在
、
｜
｜
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
ー

l
支
持
し
う
る
か
は
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（剖）

こ
れ
に
対
し
て
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
規
則

ω三
三
条
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
と
同
様
に
効
力
拡
張
説
が
有
力
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

0
0
五
年
最
高
裁
判
決
が
あ
る
（
後
述
）
。

（
位
）

ち
な
み
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
強
制
執
行
法
八
四
条
川
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
執
行
宣
言
が
確
定
し
た
後
は
、
外
国
の
債
務
名
義
は
内
国
債
務
名
義
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
外
国
債
務
名
義
は
判
決
国
に
お

（邸）

け
る
効
力
よ
り
も
広
い
効
力
は
認
め
ら
れ
な
い
。
」
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ツ
とオ
同 l
様ス
にト
効リ
力ア
拡 で
張は
説
に判
よ例
つは
て等
い置
る説

JL 
っ
て

る
と
考
え

ら
れ
る（
が竺

フ

ユ
ツ

セ
lレ
条
約
が
適
用
さ
れ
た
事
件
で
は
ド
イ

（部）

【
一
九
八
二
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
判
決
】
（
等
置
説
）

離
婚
後
扶
養
を
め
ぐ
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
区
裁
判
所
の
判
決
の
効
力
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
は
、
マ

チ
ャ

l
の
論
文
な
ど
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
外
国
判
決
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
外
国
判
決
を
訴
訟
法
上

の
効
果
に
関
し
て
｜
｜
既
判
力
お
よ
び
場
合
に
よ
っ
て
は
執
行
力
も
｜
｜
内
国
判
決
と
完
全
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
（
さ
】
・

停
。

B
B
g
m
z
w
E
g
g
－－g）
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
区
裁
判
所
の
判
決
は
、
訴
訟
法
上
の
効
果
に
関
し
て
、
オ

l
ス
ト
リ

ア
国
内
の
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
。

（部）

【二

O
O五
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
判
決
】
（
効
力
拡
張
説
）

掲
載
誌
が
判
旨
の
み
を
掲
載
し
て
い
る
た
め
、
事
実
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ブ
リ
ユ
ツ
セ
ル
条
約
の
締
約
国
間
で
の
外
国

扶
養
料
の
執
行
を
め
ぐ
る
問
題
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
外
国
判
決
の
承
認

は
、
効
力
拡
張
の
考
え
に
し
た
が
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
あ
る
締
約
国
の
判
決
は
他
の
す
べ
て
の
締
約
国
に
対
し
て
、
判
決
を
下
し

た
裁
判
所
所
属
国
に
お
け
る
の
と
同
様
の
効
力
を
有
す
る
」
、
と
。

｛司

ス
イ
ス
に
お
け
る
議
論

Aι 
ナ

説



（釘）

ス
イ
ス
で
も
外
国
判
決
承
認
の
効
果
論
に
つ
い
て
は
、
直
接
定
め
る
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

（槌）

判
決
国
の
効
力
が
承
認
国
に
拡
張
さ
れ
る
と
す
る
効
力
拡
張
説
（
4
2円
w
g
m
8
5可
2
w
g
m）
、
外
国
判
決
が
承
認
に
よ
っ
て
国
内

（的）

判
決
と
同
じ
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
等
置
説
（
巧
庄
内
gmω
包
巴
岳
ω
E
－g
m）
に
よ
る
説
明
も
見
ら
れ
る
。

（卯）

し
か
し
、
学
説
で
は
「
制
限
的
効
力
引
受
（
E
E
g
E
0
2
0
巧
庄
内
g
m
ω
5
0
B各
B
O）
」
と
呼
ば
れ
る
見
解
が
多
く
を
占
め
る
。

こ
の
制
限
的
効
力
引
受
説
は
、
承
認
国
で
あ
る
ス
イ
ス
法
か
ら
見
て
外
国
判
決
の
効
力
が
ま
っ
た
く
異
質
な
場
合
を
除
い
て
外
国
判

（
剖
）

決
を
圏
内
で
受
け
入
れ
る

S
E
8
z。
ロ
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
見
解
を
累
積
的
適
用
説
と
位
置
づ
け
て
紹

（
胞
）

介
し
て
い
る
文
献
が
あ
る
。

連
邦
司
法
省
の
見
解

（回）

連
邦
司
法
省
は
、
二

O
O
一
年
三
月
二
八
日
に
次
の
よ
う
な
見
解
を
表
明
し
、
制
限
的
効
力
引
受
説
の
立
場
を
支
持
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
外
国
判
決
の
承
認
に
よ
り
、
外
国
判
決
は
ス
イ
ス
に
お
い
て
判
決
国
で
認
め
ら
れ
る
の
と
同
じ
効
力
を
拡
張
す
る
。

お
も
に
既
判
力
と
形
成
力
が
こ
れ
に
関
係
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
効
力
は
制
限
に
服
し
、
内
国
の
相
当
す
る
判
決
と
比
較
し
て

異
質
な
、
は
る
か
に
広
い
効
力
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

2 

外国判決の効力

連
邦
裁
判
所
の
見
解

（
倒
）

【二

O
O
四
年
ス
イ
ス
連
邦
裁
判
所
判
決
】

ス
イ
ス
で
一
九
七
二
年
に
結
婚
し
た
夫
婦
が
、
二

O
O
二
年
に
ア
メ
リ
カ
で
離
婚
し
た
。
そ
の
判
決
が
ス
イ
ス
で
承
認
さ
れ
る
か

否
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
学
説
で
の
有
力
説
、
そ
し
て
連
邦
司
法
省
の
支
持
す
る
制
限

的
効
力
引
受
説
に
よ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
ス
イ
ス
国
際
私
法
二
五
条
以
下
に
よ
る
承
認
は
、
外
国
判
決
の
既
判
力
お
よ
び
形
成
力

385 
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を
ス
イ
ス
の
領
域
に
拡
張
す
る
」
と
述
べ
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
続
け
て
、
「
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
効
力
は
制
限
に
服
し
、
内
国
の
相
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当
す
る
判
決
と
比
較
し
て
異
質
な
、
は
る
か
に
広
い
効
力
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
（
い
わ
ゆ
る
制
限
的
効
力
引
受
）
」
と
し
た
。

日
本
に
お
け
る
外
国
判
決
の
効
力
論

（ー）

学

説

効
力
拡
張
説

わ
が
国
で
は
、
効
力
拡
張
説
を
唱
え
る
見
解
が
従
来
か
ら
多
く
見
ら
れ
た
が
、
近
時
は
、
等
置
説
に
与
す
る
見
解
も
有
力
に
な
っ

て
い
る
。

効
力
拡
張
説
は
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
竹
下
教
授
な
ど

（町）

は
、
承
認
の
意
義
（
H
外
国
判
決
の
尊
重
）
か
ら
導
き
出
す
。
す
な
わ
ち
、
「
外
国
判
決
の
承
認
と
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
そ
の

外
国
法
上
有
す
る
効
力
を
、
日
本
法
上
も
尊
重
し
、
認
め
る
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
効
力
の
種
類
・
範
囲
な
ど
も
、
そ
の

（何）

外
国
法
に
よ
っ
て
定
ま
る
（
通
説
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
小
島
教
授
H
猪
俣
教
授
も
、
「
各
国
が
外
国
判
決
を
尊
重
す
る
と
い
う
態
度

は
条
約
そ
の
他
を
通
じ
て
着
々
と
普
遍
的
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
現
今
の
趨
勢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で

は
、
そ
の
基
調
を
な
す
外
国
判
決
の
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
根
源
的
制
度
観
と
し
て
は
、
『
承
認
』
と
い
い
『
執
行
』
と
い
っ

（肝）

て
も
、
い
ず
れ
も
外
国
判
決
の
『
拡
張
』
と
み
る
の
が
よ
り
整
合
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

ま
た
、
山
田
鎌
一
教
授
は
、
「
い
わ
ゆ
る
外
国
判
決
の
承
認
と
い
う
制
度
は
、
同
一
の
民
事
上
の
紛
争
の
解
決
が
、
各
国
に
お
い
て

ま
ち
ま
ち
と
な
る
の
は
不
都
合
で
あ
り
、
国
際
的
私
法
交
通
の
利
益
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
、
外
国
の
裁
判
機
関
を
信
頼
し
、
一

定
の
要
件
の
下
に
そ
の
判
決
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
国
裁
判
所
で
な
さ
れ
た
確
定
判
決
を
わ
が
民
事
訴
訟
法
秩
序



の
レ

l
ル
に
の
せ
て
、
そ
の
外
国
訴
訟
上
有
す
る
効
力
を
、
そ
の
実
体
に
触
れ
な
い
で
そ
の
ま
ま
尊
重
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
い
わ

（伺）

ゆ
る
外
国
判
決
の
承
認
の
制
度
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
他
方
、
高
桑
教
授
は
、
本
説
に
よ
り
つ
つ
、
内
国
法
に
よ
る
制
限
を
説
い
て

（伺）

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
の
裁
判
の
効
力
は
そ
れ
が
な
さ
れ
た
国
の
法
律
に
基
づ
い
て
有
す
る
効
力
で
あ
る
か
ら
、
当
該
外
国
で
認

め
ら
れ
て
い
る
効
力
を
す
べ
て
我
が
国
で
認
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
我
が
国
の
法
令
に
抵
触
し
な
い
範
囲
で
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ

る
に
過
ぎ
な
い
。
一
国
の
法
秩
序
は
内
国
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
反
す
る
外
国
法
上
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は

原
則
と
し
て
適
当
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
裁
判
に
つ
い
て
も
そ
れ
と
同
種
の
内
国
裁
判
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い

る
効
力
以
外
の
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
」
、
と
。

こ
れ
に
対
し
て
酒
井
教
授
は
、
既
判
力
は
判
決
形
成
過
程
に
お
け
る
手
続
保
障
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
た
め
、
判
決
国
法
が
基

（瑚）

準
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
視
点
は
、
松
本
博
之
教
授
や
越
山
教
授
に
よ
っ
て
も
唱
え
ら
れ
て
い

（肌）る。
ま
た
、
自
動
承
認
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
執
行
力
に
つ
い
て
は
執
行
判
決
制
度
が
あ
る
こ
と
か
ら
効
力
拡
張
説
が
支
持

（問）

さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

な
お
、
外
国
法
が
日
本
法
よ
り
も
広
い
判
決
効
を
有
す
る
場
合
に
は
公
序
に
よ
り
一
部
不
承
認
と
す
れ
ば
良
い
と
説
く
見
解
が
有

（

m）
 

力
で
あ
る
。

外国判決の効力

等
置
説

2 石
黒
教
授
は
、
「
実
体
法
上
の
正
義
の
内
実
が
国
ご
と
に
異
な
り
得
る
の
と
同
様
に
、
手
続
法
上
の
正
義
観
念
も
、
具
体
的
に
は

十
分
に
国
ご
と
に
異
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
国
判
決
に
よ
る
確
定
力
・
遮
断
効
は
、
主
と
し
て
承
認
国
で
提
起
さ
れ
た

後
訴
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。
当
事
者
に
対
す
る
不
意
打
ち
防
止
は
、
一
方
で
は
重
要
な
要
請
で
あ
る
。
だ
が
、
他
方
、
無
用
の
紛

387 
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争
の
蒸
し
返
し
を
防
ぐ
と
い
う
要
請
、
あ
る
い
は
、
当
事
者
が
十
分
に
外
国
裁
判
所
で
争
っ
た
点
に
つ
い
て
そ
れ
と
真
向
か
ら
矛
盾

す
る
主
張
を
す
る
の
を
あ
え
て
内
国
の
法
廷
で
認
め
る
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
分
析
の
視
覚
も
ま
た
、
前
訴
判
決
の
後
訴
に
対
す
る

遮
断
効
な
い
し
確
定
力
を
考
え
る
上
で
は
、
重
要
な
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
承
認
国
法
が
外
国
前
訴
判
決
の
囲
内
的
効
力
を
判

（別）

断
す
る
上
で
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
「
原
則
と
し
て
判
決
国
で
の
扱
い
に
従
っ
て
承
認
さ
れ
た

388 

外
国
判
決
の
既
判
力
（
確
定
力
・
遮
断
効
）
の
及
ぶ
範
囲
を
決
し
て
ゆ
く
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
既
判
力
の
及
ぶ
範
囲
が

狭
き
に
失
し
、
承
認
国
と
し
て
内
国
後
訴
と
の
関
係
で
無
用
の
紛
争
の
蒸
し
返
し
を
防
止
し
き
れ
な
い
場
合
（
当
事
者
が
外
国
で
十

分
争
っ
て
い
た
点
に
つ
き
、
内
国
後
訴
で
平
然
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る
、
等
の
場
合
）
に
は
、
承
認
国
側
の
訴
訟
政
策
上
の
考
慮
に
基

づ
き
直
裁
に
判
決
効
の
拡
張
を
行
う
余
地
は
、
や
は
り
残
し
て
お
く
べ
き
」
と
し
、
こ
の
様
な
考
慮
は
、
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
の

（瑚）

場
合
や
、
外
国
判
決
の
効
力
を
承
認
国
訴
訟
法
の
立
場
か
ら
制
限
す
る
場
合
で
も
同
様
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。

高
田
教
授
も
、
「
承
認
と
は
、
外
国
判
決
の
効
果
の
『
拡
張
』
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
外
国
で
な
さ
れ
た
判
決
に
我
が
国
で
い

（珊）

か
な
る
効
果
を
賦
与
す
る
か
と
い
う
問
題
に
他
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
判
決
国
法
が
承
認
国
法
よ
り
も
広
い
範
囲
で
既

判
力
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、
「
各
国
法
制
に
よ
り
紛
争
の
終
局
性
、
手
続
（
権
）
保
障
に
つ
い
て
の
関
心
の
違
い
が
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
一
国
の
手
続
（
保
障
）
観
の
現
わ
れ
で
あ
る
内
国
法
規
の
基
準
性
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ

る
。
他
方
で
、
承
認
国
法
が
判
決
国
法
よ
り
も
広
い
範
囲
で
効
力
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、
「
予
測
し
え
な
か
っ
た
承
認
国
法
に

よ
っ
て
新
訴
の
遮
断
と
い
う
効
果
に
服
さ
し
め
る
の
は
敗
訴
当
事
者
に
酷
と
」
し
つ
つ
も
、
「
判
決
国
法
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い

る
手
続
の
重
厚
さ
に
比
し
、
余
り
に
小
さ
な
拘
束
力
し
か
認
め
な
い
場
合
に
は
、
判
決
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
紛
争
の
範
囲
の
拡
大

（
紛
争
解
決
の
一
回
性
、
訴
訟
経
済
）
と
い
う
観
点
、
あ
る
い
は
勝
訴
当
事
者
が
も
っ
信
頼
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
判
決
国
法
を

（即）

超
え
る
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
も
よ
い
」
と
す
る
。

（瑚）

貝
瀬
教
授
も
、
同
様
の
立
場
に
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
「
承
認
国
裁
判
所
が
、
各
国
で
の
手
続
観
の
違
い
を
尊
重
し
、
当
事
者
に
対



す
る
不
意
打
ち
防
止
｜
｜
手
続
（
権
）
保
障
ー
ー
と
国
際
的
な
権
利
関
係
の
安
定
の
要
請
と
を
調
整
し
な
が
ら
、
外
国
前
訴
手
続
に

い
か
な
る
拘
束
力
を
付
与
す
る
か
を
決
す
る
」
立
場
に
賛
成
し
た
上
で
、
紛
争
の
終
結
・
当
事
者
に
対
す
る
公
正
さ
・
訴
訟
経
済
な

ど
の
観
点
か
ら
、
承
認
国
の
立
場
か
ら
判
決
国
法
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
効
力
（
争
点
効
）
を
外
国
判
決
に
認
め
、
反
対
に
、
判

決
国
法
が
承
認
国
法
よ
り
も
広
範
囲
に
判
決
効
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、
承
認
国
法
の
立
場
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
こ
と

を
肯
定
す
る
。

累
積
的
適
用
説

（瑚）

累
積
的
適
用
説
は
、
古
く
は
細
野
判
事
が
説
い
て
い
た
。
細
野
判
事
は
そ
の
理
由
を
示
し
て
い
な
い
が
、
判
決
国
法
と
承
認
国
法

の
関
わ
り
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
外
国
判
決
ノ
効
力
ハ
確
定
判
決
ト
シ
テ
外
国
法
ニ
依
リ
生
ス
ヘ
キ
効
力
以

外
ニ
之
ヲ
認
メ
得
サ
ル
ト
同
時
ニ
内
国
法
カ
該
事
件
ニ
付
キ
認
ム
ル
効
力
以
外
ニ
及
フ
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ハ
当
然
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
ス
而

シ
テ
外
国
判
決
ノ
効
力
ノ
主
観
的
範
囲
ノ
拡
張
ニ
付
テ
モ
亦
内
国
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
標
準
ト
ス
ヘ
シ
」
、
と
。

3 同

判

例

（別）

筆
者
が
確
認
し
え
た
限
り
で
は
、
判
例
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
効
力
拡
張
説
を
採
用
し
て
い
る
。

外国判決の効力

（山）

【ケ
l
ス
①
一
東
京
地
判
平
成
七
年
五
月
二
九
日
】

離
婚
に
伴
う
財
産
分
与
を
め
ぐ
る
争
い
で
、
パ
ー
ジ
ニ
ア
州
で
下
さ
れ
た
判
決
の
効
力
が
日
本
で
問
題
に
な
っ
た
。
原
告
は
、
パ

ー
ジ
ニ
ア
州
法
上
は
、
判
決
は
本
件
被
告
に
対
し
て
も
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
被
告
に
対
す

る
関
係
で
承
認
さ
れ
、
原
告
と
被
告
と
の
間
で
効
力
を
有
す
る
旨
主
張
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
パ

l
ジ
ニ
ア
判
決
は
同
州
法
上
、
当

389 
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該
訴
訟
で
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
本
件
の
被
告
に
判
決
効
が
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
効
力
を
日
本
で
も
承
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

390 

裁
判
所
は
、
こ
の
バ

l
ジ
ニ
ア
州
法
規
定
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
「
原
告
の
主
張
の
ご
と
く
、
本
件
外
国
判
決
が

バ
l
ジ
ニ
ア
州
法
に
お
い
て
は
被
告
に
対
し
て
も
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
に
わ
か
に
断
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
い
ま
仮
に
本
件
外
国
判
決
が
バ

l
ジ
ニ
ア
州
法
上
被
告
と
の
間
で
も
効
力
を
有
す
る
と
解
す
る
と
し
て
も
、
被
告
は
本
件
外
国

判
決
の
当
事
者
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
被
告
が
呼
出
、
命
令
の
送
達
を
受
け
又
は
応
訴
し
た
こ
と
、
被
告
が
原
告
ら
と

の
間
で
判
決
の
効
力
を
及
ほ
さ
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
実
体
的
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
ら
主
張
、
立
証
が
な
い
以
上
、
我

（山）

が
国
の
公
序
（
民
訴
法
二

O
O条
三
号
）
に
反
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
た
。

（出）

【ケ
l
ス
②
一
大
阪
地
判
平
成
八
年
一
月
一
七
日
】

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
で
下
さ
れ
た
離
婚
に
基
づ
く
扶
養
料
の
支
払
が
滞
っ
た
た
め
、
債
権
者
は
、
メ
リ
l
ラ
ン
ド
州
で
債
務
者
の
財

産
に
対
し
て
強
制
執
行
手
続
を
開
始
し
た
。
債
務
者
は
、
滞
納
の
事
実
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
扶
養
料
の
変
更
を
求
め
て
争

っ
た
が
メ
リ
l
ラ
ン
ド
州
裁
判
所
は
、
債
務
者
の
主
張
を
退
け
た
。
そ
こ
で
、
債
務
者
は
、
日
本
で
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
裁
判
所
が

下
し
た
扶
養
料
債
務
の
不
存
在
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
は
、
「
外
国
判
決
が
民
事
訴
訟
法
二

O

O
条
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
そ
の
判
決
が
判
決
国
法
上
有
す
る
効
力
は
我
が
国
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
、
こ
の
理
は
同
条
の
要
件

を
満
た
す
限
り
裁
判
の
形
式
な
い
し
名
称
の
如
何
を
問
わ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
原
告
で
あ
る
債
務
者
の

主
張
は
メ
リ
l
ラ
ン
ド
州
判
決
の
「
既
判
力
に
反
し
許
さ
れ
な
い
」
と
し
た
。

【ケ
l
ス
③
一
最
判
平
成
九
年
七
月
一
一
（
問
】



外
国
判
決
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
利
息
部
分
の
執
行
を
求
め
た
訴
訟
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
「
我
が
国
に
お
い
て
外
国
裁
判
所

の
判
決
の
効
力
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
判
決
が
当
該
外
国
に
お
い
て
有
す
る
効
果
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
本
件
利
息
は
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
上
、
判
決
に
よ
っ
て
支
払
を
命
じ
ら
れ
た
金
員
に
付
随
し
て
発
生
し
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
利
息
も
付
加
し
て
、
本
件
外
国
判
決
の
う
ち
補
償
的
損
害
賠
償
及
び
訴
訟
費
用
の
支
払
を
命
ず
る
部

分
の
強
制
執
行
を
許
し
た
原
判
決
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。

（山）

【ケ
l
ス
④
一
水
戸
地
龍
ヶ
崎
支
判
平
成
一
一
年
一

O
月
二
九
日
】

ハ
ワ
イ
州
連
邦
地
裁
で
証
拠
開
示
手
続
へ
の
参
加
を
怠
っ
た
こ
と
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
民
訴
規
則
に
基
づ
い

て
下
さ
れ
た
悌
怠
判
決
の
執
行
判
決
を
求
め
た
事
案
で
、
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
認
め
た
。
ハ
ワ
イ
州
判
決
に
は
、
被
告
ら
全
員

に
対
し
て
不
可
分
的
に
全
額
の
請
求
が
で
き
る
「
そ
れ
ぞ
れ
」
あ
る
い
は
「
各
自
」
と
い
っ
た
表
示
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

裁
判
所
は
本
件
外
国
判
決
は
認
容
額
全
額
を
不
可
分
的
に
被
告
ら
に
支
払
う
こ
と
を
命
ず
る
趣
旨
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
「
外

国
判
決
の
承
認
と
は
、
当
該
判
決
が
さ
れ
た
国
に
お
い
て
そ
の
判
決
の
有
す
る
一
切
の
効
力
を
そ
の
ま
ま
我
が
国
が
承
認
す
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
効
力
と
は
、
当
該
判
決
が
さ
れ
た
国
の
法
律
に
基
づ
い
て
有
す
る
効
力
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る

か
ら
、
本
件
外
国
判
決
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
上
認
め
ら
れ
る
効
力
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、

被
告
ら
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
全
額
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

外国判決の効力
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四

検

392 

討

ハ
門
諸
説
の
検
討

ま
ず
、
外
国
判
決
承
認
制
度
が
外
国
判
決
の
尊
重
を
基
礎
に
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
法
律
上
の
自
動
承
認
制
度
が
採
用
さ
れ
て

（出）

い
る
こ
と
か
ら
効
力
拡
張
説
が
根
拠
付
け
ら
れ
る
と
す
る
立
場
が
、
わ
が
国
で
は
一
般
的
に
説
か
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
わ
が
国
で
は
長
い
間
多
く
の
文
献
で
説
か
れ
て
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
ん
に
ち
、

果
た
し
て
、
十
分
な
根
拠
と
な
り
う
る
の
か
、
い
ま
一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ド
イ
ツ
で
は
効
力
拡
張
説
が
主

流
を
占
め
て
は
い
る
も
の
の
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ス
イ
ス
で
は
む
し
ろ
判
決
国
法
を
承
認
国
法
の
立
場
か
ら
制
限
す
る
見
解
が
一
般

（即）

的
で
あ
り
、
外
国
判
決
を
尊
重
す
る
か
ら
と
い
っ
て
効
力
拡
張
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
等
置
説
な
い
し
累
積
的
適
用
説
が
外
国
判
決
を
尊
重
し
て
い
な
い
か
と
い
え
ば
、
た
し
か
に
判
決
国
法
に
よ
る
判
決
効
を
承
認

（凶）

国
の
立
場
か
ら
制
限
し
て
い
る
と
い
う
点
で
承
認
に
非
好
意
的
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
決
し
て
外
国
判

決
を
承
認
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
等
置
説
も
累
積
的
適
用
説
も
、
外
国
判
決
を
尊
重
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
制
限
付
き
で

は
あ
れ
承
認
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
は
日
本
と
異
な
り
自
動
承
認
と
し
て
は

（

m）
 

お
ら
ず
、
法
務
局
に
よ
る
確
認
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
（
法
務
局
に
よ
る
承
認
の
独
占
。
し
か
し
、
プ
リ
ユ
ツ
セ
ル
規
則

ωお
よ
び

ω

（即）

に
よ
り
、
同
規
則
の
適
用
範
囲
内
で
は
自
動
承
認
と
な
っ
た
た
め
そ
の
意
義
は
減
少
し
た
）
、
こ
の
よ
う
な
承
認
方
法
に
つ
い
て
も
ド
イ
ツ

（山）

で
は
効
力
拡
張
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
倒
産
手
続
の
承
認
に
関
し
て
は
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る

（国）

法
律
が
関
わ
る
が
、
そ
こ
で
は
日
本
法
上
効
力
を
付
与
す
る
も
の
と
扱
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
外
国
判
決
の
尊
重
の
仕
方
」
に

は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
た
ん
に
外
国
判
決
の
尊
重
イ
コ
ー
ル
効
力
拡
張
説
と
す
る
に
は
、
こ
ん
に
ち
で
は

議
論
に
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



で
は
、
こ
の
外
国
判
決
の
尊
重
を
判
決
の
国
際
的
調
和
と
い
う
観
点
か
ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
判
決
の

国
際
的
調
和
は
、
大
別
し
て
、
適
用
さ
れ
る
実
質
規
範
が
各
法
廷
地
に
よ
っ
て
同
じ
で
あ
る
場
合
と
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
た
場
合

と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
各
国
の
民
商
法
と
い
っ
た
実
質
法
や
国
際
私
法
（
抵
触
法
）
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
法
廷
地
が
ど
こ
に
な
ろ
う
と
も
実
体
関
係
に
適
用
さ
れ
る
法
が
同
じ
に
な
る
た
め
、
各
国
の
判
決
が
同
じ
内
容
に
な
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
（
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
世
界
中
で
の
実
質
法
な
い
し
国
際
私
法
ル
l
ル
の
統
一
が
必
要
で
あ
る
し
、
ま
た
各
国
裁
判
所

外国判決の効力

の
判
断
を
統
一
さ
せ
る
枠
組
み
が
必
要
と
な
る
）
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
各
国
裁
判
所
で
適
用
さ
れ
る
準
拠
法
上
の
内
容
の
不
統

一
は
度
外
視
し
て
、
手
続
的
要
件
を
充
足
し
て
い
れ
ば
外
国
判
決
を
承
認
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
者
で
は
実
体
法
的
結
論
は

法
廷
地
ご
と
に
区
々
に
な
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
国
の
司
法
制
度
の
も
と
に
下
さ
れ

る
判
決
を
信
頼
し
て
一
定
の
要
件
下
で
承
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
が
対
象
と
し
て
い
る
問
題
と
の
関
係
で
は
、
後
者

の
意
味
に
お
け
る
判
決
の
国
際
的
調
和
が
問
題
と
な
り
得
ょ
う
。
そ
こ
で
、
外
国
判
決
の
尊
重
を
後
者
の
意
味
で
の
判
決
の
国
際
的

調
和
と
捉
え
て
、
効
力
拡
張
説
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か

D

効
力
拡
張
説
を
採
っ
た
場
合
、
承
認
国
が
い
ず
れ

の
国
で
あ
ろ
う
と
判
決
国
法
に
よ
り
判
決
の
効
力
の
範
囲
が
定
ま
る
点
で
国
際
的
な
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
判

決
国
が
下
し
た
判
決
の
効
力
が
複
数
の
承
認
国
で
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
判
決
の
国
際
的
調
和
は
重
要
な
視
点
で
あ
り
、
効
力
拡

張
説
は
そ
の
点
で
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
え
る
D

し
か
し
、
こ
こ
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
む
し
ろ
、
現
実
に
訴
訟
活
動
を

行
う
訴
訟
当
事
者
の
視
点
で
あ
る
。
彼
ら
が
な
ぜ
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
拘
束
力
の
根
源
は
法
廷
地
で
の
訴
訟
活
動
に
あ

（

m）
 

り
、
そ
し
て
当
事
者
が
訴
訟
活
動
を
現
実
的
に
行
っ
た
場
所
で
の
判
決
効
の
範
囲
は
当
事
者
の
予
測
可
能
性
に
沿
う
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
判
決
固
に
よ
る
判
決
効
の
範
囲
を
承
認
国
に
及
ぼ
す
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
事
者
に
不
意
打
ち
を
与
え
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
判
決
の
国
際
的
調
和
を
効
力
拡
張
の
根
拠
と
す
る
に
は
、
た
だ
た
ん
に
、
各
国
の
結
論
を
同
じ
く
す
る
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
訴
訟
当
事
者
の
防
御
権
の
保
障
に
裏
打
ち
さ
れ
た
判
決
国
法
を
承
認
国
法
に
及
ぼ
す
形
が
、
当
事
者
の
予
測
可
能
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性
の
観
点
か
ら
支
持
さ
れ
る
と
考
え
る
。

（出）

他
方
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
支
配
的
見
解
と
さ
れ
、
わ
が
国
で
も
近
時
、
有
力
説
が
支
持
し
て
い
る
等
置
説
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に

立
て
ば
、
外
国
判
決
が
ど
の
よ
う
な
効
力
を
認
め
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
と
は
関
係
な
く
承
認
国
法
の
立
場
か
ら
効
力
を
判
断
す
れ
ば

よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
が
承
認
国
で
あ
る
場
合
に
は
、
判
決
国
が
い
ず
れ
の
国
か
と
は
無
関
係
に
日
本
の
判
決
と

同
じ
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
日
本
で
外
国
判
決
の
効
力
が
問
題
に
な
っ
た
場
合
、
判
断
が
容
易
と
い
う
点
で

（国）

は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
批
判
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

は
、
同
じ
判
決
が
承
認
国
ご
と
に
異
な
っ
た
効
力
を
有
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
承
認
国
ご
と
に
異
な
る
判
決

（間）

の
効
力
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
判
決
の
国
際
的
調
和
を
乱
す
こ
と
に
な
る

D

だ
が
、
当
事
者
に
と
っ
て
重
要
な
点
は
、
む
し
ろ
こ

の
よ
う
な
結
果
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
予
測
が
つ
か
な
い
形
で
広
範
な
法
的
効
果
が
承
認
国
で
認
め
ら
れ
る
場
合
が

生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
当
事
者
が
訴
訟
追
行
を
行
っ
て
い
る
国
で
は
主
文
に
の
み
拘
束
力
が
生
じ
て
い
る

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
承
認
国
で
は
理
由
中
の
判
断
に
も
拘
束
力
が
生
ず
る
と
な
る
と
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
不
意
打
ち
的
に
裁
判

（即）

を
受
け
る
権
利
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
で
も
等
置
説
を
認
め
る
と
な
る
と
、
当
事
者
と
し
て
は
ど
の
国
が
承
認

固
と
な
る
か
は
判
決
手
続
中
に
判
明
し
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
た
め
、
将
来
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
承
認
国
（
理
由
中
の
判
断
に
も

拘
束
力
が
主
ず
る
）
で
の
紛
争
を
も
念
頭
に
お
い
て
、
判
決
国
（
主
文
に
の
み
拘
束
力
が
生
ず
る
）
で
の
訴
訟
手
続
に
従
事
す
る
こ
と

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
承
認
国
ご
と
に
判
決
効
の
及
ぶ
範
囲
が
異
な
る
場
合
に
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
可

能
性
も
起
こ
り
う
る
し
、
承
認
国
間
で
の
異
な
る
効
力
を
め
ぐ
っ
て
新
た
な
紛
争
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。
そ
れ
に
、
当
事
者
の

現
実
の
訴
訟
活
動
と
は
無
縁
で
あ
り
、
ま
た
未
知
の
地
で
あ
る
承
認
国
は
本
来
、
当
事
者
の
考
慮
の
中
に
な
い
場
所
で
あ
る
。
も
し
、

外
国
判
決
の
効
力
を
判
決
国
法
に
よ
っ
て
画
す
る
と
な
る
と
、
当
事
者
は
見
え
ざ
る
承
認
国
法
の
影
に
惑
わ
さ
れ
、
判
決
国
で
の
訴

訟
手
続
に
集
中
し
て
携
わ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
等
置
説
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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し
た
が
っ
て
、
当
事
者
が
現
実
に
訴
訟
追
行
を
行
っ
た
国
の
手
続
法
が
定
め
る
判
決
効
の
範
囲
が
承
認
国
法
で
も
尊
重
さ
れ
る
と

す
る
効
力
拡
張
説
は
、
当
事
者
行
動
の
予
測
可
能
性
と
い
う
見
地
か
ら
優
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
解
に
よ
る
場
合

に
は
、
当
事
者
は
い
ず
れ
の
国
が
承
認
国
に
な
ろ
う
と
も
、
判
決
国
に
お
け
る
効
力
範
囲
を
基
準
に
し
て
そ
の
後
の
（
訴
訟
）
活
動

を
行
っ
て
い
け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

（ニヰ

承
認
国
法
に
よ
る
判
決
効
制
限
の
可
否

で
は
、
外
国
判
決
の
効
力
拡
張
を
前
提
と
し
た
場
合
に
、
承
認
国
法
の
立
場
か
ら
制
限
を
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
で

（邸）

の
有
力
説
は
効
力
拡
張
を
前
提
に
し
つ
つ
承
認
国
法
が
認
め
る
効
力
の
範
囲
に
限
定
す
る
見
解
や
、
正
面
か
ら
国
内
法
の
累
積
的
適

（国）

用
を
説
く
見
解
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
イ
ス
で
も
、
制
限
さ
れ
た
効
力
引
受
と
い
う
形
で
の
累
積
的
適
用
説
が
支
持
さ
れ
て

（即）
い
る
。

外国判決の効力

こ
の
立
場
は
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
国
々
で
は
有
力
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
承
認
国
の
囲
内
法
に
よ
る
制
限
付
け
を
積
極
的
に
行

（

m）
 

う
立
場
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
立
場
が
判
決
国
法
に
よ
る
判
決
の
効
力
の
範
囲
を
承
認
国
法
に
よ
っ
て
制
限
す
る
意
図
は
、

判
決
国
法
で
は
承
認
国
よ
り
も
広
い
範
囲
の
判
決
効
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
承
認
国
の
立
場
か
ら
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
と

の
認
識
か
ら
生
じ
て
い
る
。
筆
者
は
、
国
際
民
事
手
続
法
上
の
公
序
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
承
認
国
法
は
介
入
す
べ
き
で
は
な
い

（即）

と
考
え
、
前
記
有
力
説
に
与
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
大
き
く
分
け
て
二
点
あ
る
。
第
一
は
、
当
事
者
の
予
測
と
い
う
点
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
事
者
は
判
決
国
に
お
け
る
訴
訟
追
行
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
甘
受
す
る
立
場
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

た
と
え
判
決
国
の
効
力
が
承
認
国
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
広
範
囲
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
判
決
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る

効
力
で
あ
る
以
上
、
当
事
者
は
異
論
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
訴
訟
追
行
を
行
っ
た
判
決
国
に
お
け

る
効
力
を
承
認
国
に
そ
の
ま
ま
及
ぼ
し
た
と
し
て
も
、
当
事
者
に
対
し
て
予
期
し
な
い
形
で
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
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に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
第
二
は
、
判
決
国
法
に
よ
る
判
決
効
を
承
認
国
に
お
い
て
厳
密
に
限
界
付
け
を
行
っ
て
い
な
い
場
合

が
あ
り
得
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
シ
ユ
ペ
レ
ン
ベ
ル
ク
が
、
ド
イ
ツ
法
上
は
制
度
と
し
て
お
か
れ
て
い
な
い
外
国
の

別
居
判
決
を
ド
イ
ツ
で
承
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
圏
内
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
効
力
に
限
定
し
て
外
国
判
決
の
効
力
を
承
認
す
る

（問）

と
い
う
有
力
説
の
主
張
は
実
務
上
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
状
況
が
妥
当
し
よ
う
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
外
国
別
居
判
決
を
承
認
し
た
判
例
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
準
拠
法
と
な
っ
た
外
国
法
が
別
居
の
制
度
を

（国）

認
め
る
場
合
に
は
、
適
応
問
題
の
一
例
と
し
て
日
本
の
離
婚
手
続
に
準
じ
て
扱
う
立
場
が
通
説
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
考
え
を
前
提

と
す
る
な
ら
ば
、
外
国
で
別
居
を
命
ず
る
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
も
日
本
で
承
認
し
う
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

日
本
に
お
い
て
外
国
準
拠
実
体
法
に
し
た
が
い
別
居
の
手
続
を
認
め
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
外
国
の
別
居
判
決
を
日
本
で
承
認
す
る

こ
と
を
妨
げ
る
理
由
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
外
国
判
決
の
効
力
を
わ
が
国
の
判
決
効
の
範
囲
に
制

396 

限
す
る
必
要
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
国
際
民
事
訴
訟
法
上
の
公
序
の
問
題
は
残
る
（
民
事
訴
訟
法
二
八
条
三
号
）
。
公
序
は
本
来
的
に
は
承
認
要
件
の
問
題

で
あ
る
が
、
内
国
法
秩
序
か
ら
見
て
著
し
く
度
を
超
え
た
外
国
判
決
の
効
力
は
部
分
的
に
不
承
認
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
限
り
で
外

国
判
決
の
効
力
を
制
限
す
る
働
き
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
た
と
え
ば
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
が
生
ず
る
場
合
に
、
そ
の
効
力
を
わ
が
国
で
承
認

（悶）

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
れ
を
日
本
で
承
認
す
る
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

（問）

ま
ず
、
わ
が
国
の
判
例
に
は
信
義
則
を
用
い
て
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
争
点
効
と
呼
称
し

民
事
訴
訟
法
の
制
度
的
効
力
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
信
義
則
の
個
別
的
適
用
と
す
る
か
は
と
も
か
く
、
わ
が
国
の
学
説
上
こ
の
結
論

（即）

そ
の
も
の
に
は
お
お
む
ね
賛
同
を
得
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
で
は
中
間
確
認
の
制
度
が
認
め
ら
れ
て
お
り
（
民
事
訴

訟
法
一
四
五
条
）
、
当
事
者
が
こ
れ
を
用
い
れ
ば
確
認
の
対
象
を
訴
訟
物
の
み
な
ら
ず
先
決
的
法
律
関
係
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
が
制
度



と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
事
者
は
当
該
外
国
の
訴
訟
制
度
を
利
用
し
て
い
る
以
上
は
、
当
事
者
間
で
生
ず
る
そ
の
拘

束
力
を
判
決
国
に
限
定
せ
ず
に
承
認
国
に
お
い
て
も
及
ぼ
し
た
と
し
て
も
、
当
事
者
の
予
測
に
反
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
外

国
訴
訟
手
続
に
関
与
し
て
い
な
い
日
本
在
住
の
者
に
対
し
て
同
様
に
効
力
拡
張
を
し
て
よ
い
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、

（瑚）

い
ず
れ
に
し
て
も
公
序
の
問
題
と
し
て
効
力
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

国
承
認
国
法
に
よ
る
判
決
効
拡
張
の
可
否

わ
が
国
で
は
、
判
決
国
法
で
あ
る
外
国
法
が
認
め
る
判
決
効
の
範
囲
が
、
承
認
国
法
で
あ
る
日
本
法
よ
り
も
狭
い
場
合
に
、
日
本

で
の
紛
争
の
蒸
し
返
し
を
防
ぐ
た
め
に
、
承
認
国
法
（
日
本
法
）
に
よ
る
効
力
拡
張
を
図
る
こ
と
が
有
力
説
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て

（瑚）
い
る
。
こ
の
有
力
説
は
当
然
考
え
ら
れ
る
批
判
、
す
な
わ
ち
当
事
者
に
対
す
る
不
意
打
ち
と
は
な
ら
な
い
か
と
い
う
視
点
に
つ
い
て

外国判決の効力

注
意
深
く
言
及
し
て
い
る
。

（凶）

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
は
こ
の
見
解
に
は
跨
踏
を
覚
え
る
。
外
国
訴
訟
の
当
事
者
と
し
て
は
、
実
際
に
関
与
し
て
い
る
法

廷
地
法
の
制
約
の
下
で
訴
訟
戦
術
を
組
み
立
て
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
判
決
の
効
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
拘
束
力
が
生
ず
る

の
か
、
そ
し
て
ど
こ
ま
で
効
力
が
及
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
を
事
前
に
考
慮
の
上
で
、
攻
撃
防
御
を
行
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
検
討
さ
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
事
者
は
主
戦
場
で
あ
る
判
決
国
で
の
拘
束
力
を
判
断
基
準
に
訴
訟
活
動
を
行
う
の
で
あ
り
、
そ

こ
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
承
認
国
法
に
よ
る
効
力
拡
張
（
承
認
国
が
ど
こ
に
な
る
の
か
は
当
事
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
）

は
、
た
と
え
承
認
固
か
ら
す
れ
ば
訴
訟
政
策
上
の
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
事
者
に
は
納
得
の
い
く

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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関
連
問
題

（凶）

外
国
判
決
の
効
力
と
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
関
係

外
国
判
決
の
囲
内
に
お
け
る
効
力
を
内
国
法
の
許
容
す
る
範
囲
に
限
定
す
る
見
解
や
判
決
国
法
と
承
認
国
法
と
の
累
積
的
適
用
説

に
立
つ
場
合
に
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
命
ず
る
外
国
判
決
は
、
お
そ
ら
く
、
（
一
部
）
不
承
認
と
い
う
結
論
に
行
き
着
く
こ
と
に
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（岡
な
ろ
、
っ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
、
判
決
固
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
効
力
（
懲
罰
的
損
害
賠
償
制
度
）
が
日
本
法
上
は
観
念
し
得
な
い
も

（国）

の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
不
承
認
の
判
断
は
あ
く
ま
で
も
外
国
判
決
承
認
要
件
と
し
て
の
公
序
（
民
事
訴
訟
法
二
八

条
三
号
）
の
問
題
の
枠
組
で
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
結
果
の
反
公
序
性
と
内
国
牽
連
性
の
中
で
承
認
・
不
承
認

を
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
「
外
国
企
業
間
の
紛
争
に
つ
い
て
懲
罰
的
損
害
賠
償
判
決
が
下
さ
れ
た
場

合
に
、
被
告
企
業
の
財
産
が
た
ま
た
ま
日
本
に
あ
る
こ
と
か
ら
日
本
の
財
産
に
対
し
て
強
制
執
行
を
行
う
た
め
に
、
日
本
の
裁
判
所

に
当
該
判
決
の
承
認
を
求
め
た
と
し
て
も
、
こ
の
外
国
判
決
は
事
案
の
内
国
牽
連
性
が
希
薄
で
あ
る
と
い
え
、
承
認
が
公
序
に
反
す

（凶）

る
と
は
い
え
な
い
」
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
、
本
稿
で
論
じ
た
外
国
判
決
の
効
力
論
に
関
す
る
筆
者
の
結
論
と
も
整

合
的
で
あ
る
と
考
え
る
。

国
際
的
訴
訟
競
合
に
お
け
る
訴
訟
対
象
論
と
の
関
係

本
稿
で
は
筆
者
は
、
判
決
効
が
承
認
固
に
拡
張
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
判
決
国
に
お
け
る
当
事
者
の
手
続
関
与
と
、
そ
の
結
果
を

承
認
国
に
及
ぼ
す
こ
と
が
当
事
者
の
予
測
に
合
致
す
る
点
を
挙
げ
た
。
同
様
の
視
点
は
、
国
際
的
訴
訟
競
合
に
お
け
る
事
件
の
同
一

性
を
判
断
す
る
基
準
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
る
。
国
際
的
訴
訟
競
合
に
お
け
る
事
件
の
同
一
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
わ
が

（凶）

国
で
は
後
訴
の
法
廷
地
法
、
つ
ま
り
日
本
法
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
ま

2 



ず
前
訴
の
法
廷
地
法
の
適
用
を
出
発
点
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
外
国
訴
訟
に
関
与
し
た
（
あ

る
い
は
巻
き
込
ま
れ
た
）
当
事
者
と
し
て
は
、
ま
ず
、
最
初
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
国
の
手
続
法
（
訴
訟
物
の
範
囲
）
に
よ
っ
て
、
そ

の
後
の
紛
争
解
決
行
動
が
制
約
を
受
け
、
後
訴
の
提
起
が
遮
断
さ
れ
る
と
い
う
枠
組
み
が
外
国
判
決
承
認
制
度
と
も
調
和
が
取
れ
、

ま
た
当
事
者
の
予
測
可
能
性
に
も
反
す
る
こ
と
が
な
く
、
さ
ら
に
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
回
避
に
資
す
る
と
解
さ
れ
る
か

（凶）

ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
際
訴
訟
競
合
の
す
べ
て
の
問
題
が
前
訴
の
法
廷
地
法
で
処
理
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で

が
前
訴
の
訴
訟
手
続
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
範
囲
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
前
訴
の
法
廷
地
法
を
ま
ず
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

外国判決の効力

（1
）
既
判
力
に
関
す
る
我
が
国
の
現
状
を
示
す
代
表
的
文
献
と
し
て
、
坂
原
正
夫
「
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
の
研
究
』
（
慶
謄
義

塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。

（2
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
既
判
力
の
比
較
法
的
考
察
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
文
献
が
あ
る
。

C
ミミ
S
S
F

ロ
ぽ
問
。
。
v
g
w
g］

P
4
。
ロ
の
ゆ
ユ
の
v
g
oロ宮の
HMOEEMmoロ宮内問。同一関口円。司即位
ω
のVAW
ロ
ロ
ロ
S
F
N
C
C也
（
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
）

一
同
号
、
広
志
遺
hp
同

2
F
Z
w
g沖
dE長
ロ
ロ
向
。
ロ
ロ
ロ
色
白
1
0ロ
g
ロ
R
W
Oロ
ロ
ロ
ロ
開
口
州
百
四
MmwBOE－S
E
R
F
O
B－品。
g
gの
F
O
B
ロロ内ご
ω司自己目

ω
の
F
O
B
河内沼

Z
L由
也
白
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ド
イ
ツ
、
日
本
）
一
旬
、
急
§
宮
、
hw

同

M
g
N
O
R
S
E口問。色
R
C
2
0ロ
L
ロ一司
ω・国
g
n
w
o－－

S
8・
ω・
笠
岡
民
・
（
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
）
U

句

S
S
R
河
内
清
宮
島
B
出

吉

明

z
g冨
L
口一一司
ω・
ω。
E
R
P

］
戸
川
田
山
田
山

Yω
・
2ω
（
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
）
・

ア
メ
リ
カ
法
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
貝
瀬
幸
雄
『
国
際
化
社
会
の
民
事
訴
訟
』
四
O
四
頁
（
信
山
社
、
一
九
九

三
年
）
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
つ
い
て
は
、
越
山
和
広
「
イ
ギ
リ
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
既
判
力
理
論
（
l
）（
2
・
完
）
」
近
大
法
学

四
四
巻
二
号
九
一
頁
、
三
H

四
号
二
七
真
（
一
九
九
六
年
）
。
こ
れ
ら
の
先
行
業
績
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
で
は
承
認

国
法
が
基
準
と
な
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

な
お
、
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
三
八
条
一
項
削
で
は
、
「
文
明
国
の
認
め
た
法
の
一
般
原
則
（
の
g
2巴
P
E
a

－g
え

g
d
：2
・
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。
開
口
町
包

σ】
刊
の
守
口
町
包
ロ
巳
芯
ロ
ω
）
」
を
国
際
法
の
法
源
の
一
つ
と
し
て
適
用
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
、
適
用
法
規
の
欠
鉄
な

い
し
不
明
確
さ
ゆ
え
に
裁
判
不
能
の
事
態
と
な
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
一
九
一
二
年
の
常
設
国
際
司
法
裁
判

所
規
程
以
来
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
各
国
の
国
内
法
（
と
く
に
私
法
や
手
続
法
）
に
共
通
す
る
一
般
的
な
法
原
則
で
国
家
間
の

関
係
に
も
適
用
性
の
あ
る
も
の
を
指
す
」
と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
、
信
義
則
、
権
利
濫
用
の
原
則
、
証
拠
能
力
や
訴
え

の
利
益
と
並
ん
で
「
既
判
力
」
が
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
杉
原
高
嶺
「
国
際
法
学
講
義
」
七
O
頁
（
有
斐
閥
、
二

O
O
八

年
）
。
こ
れ
は
国
際
公
法
上
の
規
定
で
は
あ
る
が
、
各
国
に
お
け
る
国
内
法
上
の
共
通
の
制
度
と
し
て
既
判
力
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
す
好
個
の
例
と
言
え
る
。
な
お
、
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
は
、
「
す
で
に
個
々
の
条
約
ま
た
は
国
際
慣
習
法
に
内
在
し
こ
れ
ら
を
通

じ
て
共
通
に
み
と
め
ら
れ
る
原
則
で
あ
り
、
国
際
関
係
そ
の
も
の
に
直
接
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
」
、
「
法
の
一
般
原
則
」
と
は
区

別
さ
れ
る
。
山
本
草
二
『
国
際
法
〔
新
版
〕
』
六
O
頁
（
有
斐
閥
、
一
九
九
四
年
）
。
句
S
Qな
。
回
8
4司ロロ
p
司
江
口
己
主

2
。片岡
v
z
E
W
E－

Z
B巳
宮
ロ
巴
F
m
w
d
F
m
E
H
a
l
H
匂（叶

s
a・N

C
C
∞）一

n
g
ω
2
0・同ロ件。円ロ町民吉ロ巳円、州
w
d
F
m広
H
∞∞（
N
ロ品・。色・
N
O
O
印）一∞
F
m
w
d
F

同ロ件。円ロ
m凶神宮中

邑
F
m
w
d
F
M
W仲
由
日
（

g
v
o円

四
・

N
c
o
s－

（3
）
執
行
力
に
つ
い
て
は
、
執
行
判
決
請
求
訴
訟
の
法
的
性
質
と
も
絡
ん
で
議
論
が
あ
る
。
か
つ
て
は
、
加
藤
正
治
『
強
制
執
行
法
要
論

〔
改
訂
〕
』
五
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
四
六
年
）
、
中
島
弘
道
『
日
本
民
事
訴
訟
法
（
第
一
巻
）
」
八
五
五
頁
（
松
華
堂
、
一
九
二
四
年
）
、

前
野
順
一
『
民
事
訴
訟
法
論
』
六
七
二
頁
（
松
華
堂
、
一
九
三
七
年
）
、
松
岡
義
正
『
強
制
執
行
要
論
（
上
巻
）
」
四
六
八
頁
（
清
水
書
店
、

一
九
二
四
年
）
な
ど
国
内
法
上
の
効
力
を
外
国
判
決
に
付
与
す
る
等
置
説
（
効
力
付
与
説
）
が
通
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
外

国
判
決
の
効
力
に
応
じ
て
扱
い
を
異
に
す
る
必
要
は
な
い
な
ど
と
し
て
、
執
行
力
に
つ
い
て
も
効
力
拡
張
説
（
判
決
効
が
国
内
に
拡
張
さ

れ
る
）
が
有
力
と
な
っ
た
。
兼
子
一
『
強
制
執
行
法
〔
増
補
〕
』
七
九
頁
（
酒
井
書
店
、
一
九
五
一
年
）
、
吉
川
大
二
郎
「
強
制
執
行
法

〔
改
訂
版
〕
』
三
一
頁
（
法
律
文
化
社
、
一
九
五
八
年
）
。
な
お
、
菊
井
維
大
『
強
制
執
行
法
（
総
論
）
』
五
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
六

年
）
、
岡
垣
学
「
強
制
執
行
法
概
論
』
七
九
頁
（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
七
二
年
）
も
参
照
。

近
時
は
、
効
力
拡
張
説
と
等
置
説
と
も
に
有
力
説
が
支
持
し
て
い
る
。
効
力
拡
張
説
と
し
て
、
飯
倉
一
郎
H
西
川
佳
代
『
や
さ
し
い
民

事
執
行
法
・
保
全
法
〔
第
五
版
〕
』
二
八
頁
（
法
学
書
院
、
ニ

O
O
六
年
）
、
浦
野
雄
幸
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
民
事
執
行
法
〔
第

四
版
〕
』
七
三
頁
〔
鈴
木
正
裕
〕
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）
、
竹
下
守
夫
『
民
事
執
行
法
の
論
点
」
六
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
五

年
）
、
中
野
貞
一
郎
編
『
民
事
執
行
・
保
全
法
概
説
〔
第
三
版
〕
』
五
八
頁
〔
高
島
義
郎
〕
（
有
斐
閥
、
二

O
O
六
年
）
。
ま
た
、
等
置
説
を
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支
持
す
る
の
は
、
石
川
明
編
「
民
事
執
行
法
」
六
三
頁
〔
西
津
宗
英
〕
（
青
林
書
院
、
一
九
八
一
年
）
、
鈴
木
忠
一

H
三
ヶ
月
章
編
『
注
解

民
事
執
行
法
川
」
三
六
五
頁
〔
青
山
善
充
〕
（
第
一
法
規
、
一
九
八
四
年
）
、
中
野
貞
一
郎
「
民
事
執
行
法
〔
増
補
新
訂
五
版
〕
』
一
八
四

頁
（
青
林
書
院
、
二

O
O
六
年
）
、
福
永
有
利
『
民
事
執
行
法
・
民
事
保
全
法
』
六
三
頁
（
有
斐
閣
、
二

O
O
七
年
）
、
山
木
戸
克
己
『
民

事
執
行
・
保
全
法
講
義
〔
補
訂
版
〕
』
七
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
。

神
戸
地
判
平
成
五
年
九
月
二
二
日
判
時
一
五
一
五
号
一
三
九
頁
、
東
京
高
判
平
成
一

O
年
二
月
二
六
日
判
時
一
六
四
七
号
一

O
七
頁
は
、

執
行
力
に
つ
い
て
も
効
力
拡
張
説
に
立
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

（4
）
こ
の
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
越
山
和
宏
「
国
際
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
の
客
観
的
範

囲
」
法
学
研
究
六
八
巻
七
号
四
三
頁
（
一
九
九
五
年
）
が
詳
細
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
判
決
承
認
制
度
の
歴
史
的
経
緯

に
つ
い
て
は
、
矢
ケ
崎
武
勝
「
外
国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
体
系
の
原
則
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
国
際
法
外
交

雑
誌
六
一
巻
三
号
一
七
人
頁
（
一
九
六
二
年
）
を
参
照
。

（5
）
こ
の
議
論
は
、
い
ず
れ
の
見
解
に
立
っ
て
も
結
論
に
違
い
が
生
じ
に
く
く
、
多
分
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
走
り
す
ぎ
て
い
る
と
の
意
見

も
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ミ
旬
。
宮
、
・
の

2
ロ島町円

m
m
g
内
問
。
吋
〉
忠
司
W
O
E
C
口
問
ロ

E
g
－－ω可
R
w
g
m
g
ω
冨
ロ
舎
の
F
O
円
一
何
回
宮
各
包
含
ロ
’

moロ片岡
M
N
E
『ロ
ω
釦の四回。ロ・
N
N司
H
O
ω

（一戸山甲山
W
C
Y
N也
h
p
ω
O
∞同・

（6
）
外
国
訴
訟
手
続
の
訴
訟
告
知
効
に
つ
い
て
、
間
測
清
史
「
国
境
を
越
え
る
訴
訟
告
知
の
訴
訟
上
の
効
力
の
承
認
を
巡
る
諸
問
題
」
徳

田
和
幸
ほ
か
編
『
現
代
民
事
司
法
の
諸
相
（
谷
口
古
稀
）
』
七
二
一
頁
（
成
文
堂
、
二

O
O
五
年
）
、
渡
辺
埋
之
「
被
告
に
よ
る
求
償
義
務

者
の
引
込
み
に
基
づ
く
外
国
判
決
の
内
国
に
お
け
る
効
力
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
三
九
巻
三
H
四
号
三
二
一
頁
。

（7
）
な
お
筆
者
は
、
か
つ
て
、
外
国
で
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
の
時
効
中
断
効
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
芳
賀
雅
額
「
外
国
で

の
訴
え
提
起
と
消
滅
時
効
の
中
断
」
法
律
論
叢
七
O
巻
四
号
六
七
頁
（
一
九
九
八
年
）
。
こ
こ
で
は
、
時
効
中
断
は
実
体
法
上
の
問
題
で

あ
る
た
め
、
外
国
で
の
訴
え
提
起
に
つ
い
て
外
国
判
決
承
認
要
件
は
基
本
的
に
は
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
に
論
じ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
外
国
判
決
承
認
要
件
は
、
当
該
判
決
固
に
お
け
る
当
事
者
に
対
す
る
手
続
保
障
（
間
接
管
轄
、
送
達
、
手
続
的
公
序
）
と
国
内
事

情
（
実
体
的
公
序
、
相
互
保
証
）
か
ら
成
る
が
、
時
効
中
断
は
法
律
要
件
的
効
力
の
一
つ
と
し
て
把
握
さ
れ
る
た
め
、
「
訴
え
の
提
起
」

そ
の
も
の
と
「
外
国
判
決
の
承
認
」
と
は
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
手
続
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
否
定
）
。
準
拠
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

る
場
合
、
各
準
拠
法
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
中
断
と
す
る
の
か
が
重
要
に
な
る
が
、
日
本
法
が
準
拠
法
と
な
る
場
合
に
は
、
債
権
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拍
手

J持
l'Q,..),J←

l'Q。

（口）
Geimer, a. 

a. 
0. 

(Fn. 
13), 

Rdnr. 2779; Gottwald, Grundfragen der A
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 u
n
d
 Vollstreckung aus

・

landischer Entscheidungen in Zivilsachen, Z
Z
P
 103 (1990), S. 

257, 260; Schack, Intemationales Zivilverfahrens-

recht, 4. 
Aufl. 2006, Rdnr. 793. 

今
マ
ー

rく
ム
F
ト
!
2
~
エ
ν

，G
’

~lifil軍
岩
e
訴
！
と
-R!l

0
エ
ν
困
歪
封
::1!2

吋
P

事実千司会
1.ut

、
吋

l'Q
,..),J

；
二
小
謡
（
Wirkungsverlei-

h
u
n
g
）

込
桝

届
fil
~
 ~
 l'Q。

Vgl.
Matscher, a. 

a. 
0. (Fn. 

5), 
S. 

309 
（事エ：！：；！

~
ポ
エ
λ
H
昔
、
f

l'Q）。
rく
ャ

rく
~na:

草
壁
~
崎

l'Q。

Zuricher K
o
m
m
e
n
t
a
r
 ／防

lken,
I
P
R
G
,
 2. 

Aufl. 2004, V
o
r
 Art. 25-32 Rdnr. 14. 

(es) 
Geimer, a. 

a. 
0. 

(Fn. 
13), 

Rdnr. 
2780; Martiny, a. 

a. 
0. 

(Fn. 
8), 

Kap. 
1, 

Rdnr. 
370; Rosenberg/Schwab, 

Ziviprozessrecht, 
10. 

Aufl. 
1969, 

§
 158 I

 1
 (S. 

820); 
Soergel/Kronke, B

G
B
,
 Bd. 

10, 
12. 

Aufl. 
1996, 

Art. 
3
8
 

E
G
B
G
B
 A
n
h
.
 N

 Rdnr. 141; Stojan, Die A
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 u
n
d
 Vollstreckung auslandischer Zivilurteile, 1986, 175. 

（含）
Geimer, in: Geimer/Schfizte, Europaisches Zivilverfahrensrecht, 2. 

Aufl. 2004, Art. 33 Rdnr. 13 Fn. 13. 
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4

（
~
）
 

Bungert, 
Rechtskrafterstreckung eines osterreichischen Einantwortungsbeschlusses, 

I
P
R
a
x
 1992, 

225, 

226f. 

（尽）
Geimer, a. 

a. 
0. (Fn. 13), Rdnr. 2781. 

(
m
 

Gottwald, a. 
a. 

0. (Fn. 17), S. 
261 ff., 

263; v. 
H
o
f
f
m
a
n
n
/
T
h
o
r
n
,
 Internationales Privatrecht, 9. 

Aufl. 2007, 

§
 3
 Rdnr. 157; Kropholler, a. 

a. 
0. (Fn. 10), §

 60 N
 (1) (b) (S. 660); Mullet’，

Zurn Begriff der ”A
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
“
v
o
n
 

Urteilen in§ 
328 Z

P
O
,
 Z
Z
P
 79 (1966), 199, 20 ff.; M

u
n
c
h
e
n
e
r
 Kommentar/Gottwald, a. 

a. 
0. (Fn. 8), 

§
 328 Rdnr. 

146; Nagel/Gottwald, a. 
a. 

0. (Fn. 8), 
§

 11 Rdnr. 114; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. Aufl. 

2004, 
§
 156 Rdnr. 8; 

Staudinger/Spellenberg, Internationales Verfahrensrecht in 
Ehesachen, 14. 

Aufl. 2005, 
§
 

328 Rdnr. 125. 

（お）
Muller, a. 

a. 
0. (Fn. 22), S. 

206 f. 

（
~
）
 

Kropholler, a. 
a. 

0
.
 (Fn. 10), §

 60 
V
 (1) (b) 

(S. 660). 

（民）
K
r
oρ
holler, a. 

a. 
0. (Fn. 10), §

 60 
V

 (1) (b) (S. 660). 

（お）
Gottwald, a. 

a. 
0. (Fn. 17), S. 

262. 

（お）
Staudinger/ Sρ

el伽
berg,

a. 
a. 
0. (Fn. 22), §

 328 Rdnr. 125. 

（
~
）
 
縦
鰻

~-P<
鍾
e
盟
会

!2
~ 
vgl. Spiecker-Dohmann, Die A

n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 v
o
n
 Rechtskraftwirkungen auslandischer 

Urteile, 2002, S. 
74. 

（お）
Heidecker, U

b
e
r
 die materielle Rechtskraft auslandischer Urteile, insbesondere auslandischer Eheschei-

dungsurteile in Deutschland, Z
Z
P
 18 (1893), 453, 468 f. 
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J
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リ
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（~5) 
]arck, A

b
a
n
d
e
r
u
n
g
 u
n
d
 A
u
f
h
e
b
u
n
g
 sowjetzonaler gerichtlicher Entscheidungen durch Gerichte der B

u
n
-

desrepublik, E
h
e
 u
n
d
 Recht 1956, 296, 298. 
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（お）
Habscheid, Buchbesprechungen, F

a
m
R
Z
 1970, 558, 559. 

（
~
）
 

Neuhaus, Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts, 1962, S. 
15. 

(g:s) 
K
r
oρ
holler, a. 

a. 
0. (Fn. 10), 

§
 60 V

 (1) (b) (S. 
660); Steinグ

onas/Roth,
a. 

a. 
0. (Fn. 12), 

§
 328 Rdnr. 7. 

（認）
M
u
n
c
h
e
n
e
r
 Kommentar/Gottwald, a. 

a. 
0. (Fn. 8), 

§
 328 Rdnr. 3; 

Steinグ
onas/Roth,

a. 
a. 

0. (Fn. 
12), 

§
 328 

Rdnr. 7; Stauginger /
 Sρ
d
伽

berg,
a. 
a. 
0. (Fn. 22), 

§
 328 Rdnr. 123. 

（お）
Fischer, Objektive G

r
e
n
z
e
n
 der Rechtskraft i

m
 internationalen ZivilprozeBrecht, in: 

FS. Henckel, 1995, 

199, 204. 

（お）
C. v. 

B
a
r
/
M
a
n
k
o
w
s
k
y
,
 Internationales Privatr

吋
it,

Bd. 1, 
2. 

Aufl. 2003, 
§
 5
 Rdnr. 114; Schack, a. 

a. 
0. (Fn. 

17), Rdnr. 796; Steinグ
onas/Roth,

a. 
a. 
0. (Fn. 12), 

§
 328 Rdnr. 8. 

（お）
Schack, a. 

a. 
0. (Fn. 17), Rdnr. 795. 

（~） 
Steinメ

Jonas/Roth,
a. 

a. 
0. (Fn. 12), 

§
 328 Rdnr. 8. 

（お）
K
r
oρ
holler, a. 

a. 
0. (Fn. 10), 

§
 60 V

 (1) (b) (S. 660). 

（~） 
Stauginger/Spellenberg, a. 

a. 
0. (Fn. 22), 

§
 328 Rdnr. 123. 

（弓）
Fischer, a. 

a. 
0. (Fn. 35), S. 

207. 

（句）
O
L
G
 Diisseldorf, 3. 

11. 
1
9
8
1
F
a
m
R
Z
1
9
8
2
,
 631, 6

3
2
=
1
P
R
a
x
 1982, 152. 

（句）
B
G
H
 Urt. v. 

1. 
6. 

1983, N
J
W
 1983, 1

9
7
6
=
F
a
m
R
Z
 1983, 8

0
6
=
1
P
R
a
x
 1984, 320. 

（事）
O
L
G
 Frankfurt Beschl. v. 

12. 
11. 1985, N

J
W
 1986, 1443 =

 I
P
R
a
x
 1986, 297. 

（甲）
B
G
H
 Urt. v. 

4. 
6. 

1992, N
J
W
 1992, 3096.
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Jellinek, Die zweiseitigen Staatsvertrage iiber A

n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 auslandischer Zivilurteile, 1953, S. 

182. 

Waehler, in: H
a
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u
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h
 des internationalen Zivilverfahrensrechts, Bd. 3/2, 1984, Kap. 3

 Rdnr. 124 f
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Bungert, a. 

a. 
0. (Fn. 20), S. 

227. 
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、
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刑
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全
特
異
国
，
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J＇
：
て
会
主
ヤ
ー
ト-Hilm...lJe

様
寝

（
BGBI.

1959-2, 766, 767.
）。

（争）
Vgl. 

Geimer/Schutze, 
Internationale 

Urteilsanerkennung, 
Bd. 

2, 
1971, 

S. 
263; 

M
u
n
c
h
e
n
r
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
/
 

Gottwald, Z
P
O
,
 2. 

Aufl. 2001, Bd. 3, 
Art. 1

 dt.-
bel. A

b
k
.
 Rdnr. 2.

布
~
’
織

111握
手
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~
~
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主
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込
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鍾
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）
~
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 ~K
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穏
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吋
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！
！
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ヤ
ト
刑
存
在
桐
〈
右
手

ilm...lJ-tマ
1ト
入
~
ト

-Hilm...lJe
蝶
認
（
BGBI.

1965-2, 26, 27.
）。

（巴）
M
u
n
c
h
e
n
r
 Kommentar/Gottwald, a. 

a. 
0. (Fn. 49), Art. 1

 dt.-
niderl. Vertr. Rdnr. 4.

布
~
，
.
織

111握
手

J台
骨
蝶

~
~
盤
羅
為
墨
袋
約
£
ν
エ
時
。

（岱）
1
 ~1
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(RGBI. 1937-2, 145.
）。

（岱）
O
L
G
 Saarbri.icken, Urt. v. 

9. 
12. 

1957, N
J
W
 1958, 1046. 

（苫）
L
G
 Ha
m
b
u
r
g
,
 Urt. v. 

11. 7. 
1991, I

P
R
a
x
 1992, 251, 254. 

（巴）
B
a
u
m
a
n
n
,
 Die A

n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 u
n
d
 Vollstreckung auslandischer Entscheidungen in Unterhaltssachen, 1989, 

S.119. 

（
包

）
防
rwilghen-Bericht,

B
T
-
D
r
u
c
k
s
 10/258, S. 

33 Nr. 10. 

（色）
]enard-Bericht z

u
m
 E
u
G
V
U
 z
u
 Art. 26 in: 

Geimer/Schiitze, Internationaler Rechtsverkehr, Bd. 2, 
2009, 

s. 
601-64. 

（包）
Geimer, A

n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 gerichtlicher Entscheidungen n

a
c
h
 d
e
m
 E
W
G
-
U
b
e
r
e
i
n
k
o
m
m
e
n
 v
o
m
 27. 

9. 
1968, 

R
I
W
 1976, 139, 142. 

（
~
）
 

E
u
G
H
 4. 

2. 
1988 Rs. 145/86-Hoffmann/Krieg-Slg. 1988, 645 Rz. 21 

=
 R
I
W
 1988, 8

2
0
=
I
P
R
a
x
1
9
8
9
,
 159 =

 

N
J
W
 1989, 663. 
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O
L
G
 H
a
m
m
,
 Beschl. v. 

11. 2. 
1991, F

a
m
R
Z
 1993, 213. 
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ミ主

（~） 
Geimer/Schutze/Tschauner, Internationaler Rechtsverkehr, Bd. l, 

2009, Art. 33 V
O
 (EG) Nr. 44/2001 Rdnr. 

2
 (S. 

540-520); 
Geimer, 

in: 
Geimer/Schtizte, 

a. 
a. 

0. 
(Fn. 

19), 
Art. 

33 
Rdnr. 

13; 
M

伽
chener

K
o
m
m
e
n
t
a
r
 /
 

Gottwald, 
a. 

a. 
0. 

(Fn. 
8), 

Art. 
33 

E
u
G
V
V
O
 Rdnr. 

2; 
Nagel/Gottwald, 

a. 
a. 

0. 
(Fn. 

8), 
§
 11 

Rdnr. 
21; 

Rauscher, a. 
a. 

0. 
(Fn. 8), 

Rdnr. 2177 (S. 
476); Rauscher/Leible, Europaisches ZivilprozeBrecht, 2. 

Aufl. 2006, 

Art. 
33 Brussel 

I
 -V
O
 Rdnr. 3; 

Schlosser, 
EU-Zivilprozessrecht, 3. 

Aufl. 
2009, 

Art. 
33 E

u
G
V
V
O
 Rdnr. 2; 

Thomas/Putzo/Huj3tege, Z
P
O
,
 30. Aufl. 2009, Art. 33 E

u
G
V
V
O
 Rdnr. 3. 

（包）
Geimer/Schutze/Paraschas, 

Internationaler 
Rechtsverkehr, 

Bd. 
2, 

2009, 
Art. 

21 
E
h
e
V
O
 Rdnr. 

26 
(S. 

545-319); M
u
n
c
h
e
n
e
r
 Kommentar/Gottwald, a. 

a. 
0. (Fn. 8), 

Art. 21 E
h
e
G
V
O
 Rdnr. 1; 

Rauscher/Leible, a. 
a. 

0. 

(Fn. 61), Art. 21 Brussel n
 a-
V
O
 Rdnr. 9; 

Spellenberg, A
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 eherechtlicher Entscheidungen nach der 

E
h
e
G
V
O
,
 Z
Z
P
 Int 6

 (2001), 
S. 

109, 
113, 

126 f.; 
Thomas/Putzo/Huj3tege, a. 

a. 
0. 

(Fn. 
61), 

Art. 
21 E

u
E
h
e
 V

O
 

Rdnr. 4. 

（
~
）
 

Schlosser, a. 
a. 
0. (Fn. 61), Art. 33 E

u
G
V
V
O
 Rdnr. 2. 

（~） 
Geimer, in: Geimer/Schtizte, a. 

a. 
0. (Fn. 19), Art. 33 Rdnr. 13. 

(tg) 
Geimer/Schutze/Tschauner, a. 

a. 
0. (Fn. 61), Art. 33 V

O
 (EG) Nr. 44/2001 Rdnr. 2

 (S. 
540-521); Kropholler, 

Europaisches 
ZivilprozeBrecht, 

8. 
Aufl. 

2005, 
V
o
r
 Art. 

33 
Rdnr. 

9; 
Linke, 

a. 
a. 

0. 
(Fn. 

8), 
Rdnr. 

350; 

Rauscher/Leible, a. 
a. 
0. (Fn. 61), Art. 33 Rdnr. 3. 

(
$
)
 
Schack, 

a. 
a. 

0. 
(Fn. 

17), 
Rdnr. 796; 

Geimer/Schutze/Wolf, Internationaler Rechtsverkehr, Bd. 
3, 

2009, 

Art. 26 E
u
G
V
U
R
d
n
r
.
 6(S. 606-481). 

(f.O) 
Vgl.fenard-Bericht z

u
m
 E
u
G
V
U
z
u
 Art. 26, a. 

a. 
0. (Fn. 57), S. 

601-64. 

（
~
）
 

Vgl. Schlosser-Bericht Nr. 191, in: 
Geimer/Schutze, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil-

u
n
d
 Handels-

sachen, Bd. 2, 
2009, S. 601-179 f. 

(
$
)
 
Schack, Widersprechende Urteile: V

o
r
b
e
u
g
e
n
 ist besser als Heilen, I

P
R
a
x
 1989, 139, 142. 

（定）
B
G
H
 Besch!. v. 

12. 
12. 2007, F

a
m
R
Z
 2008, 400. 
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ト
リ
ア
に
お
け
る
国
際
私
法
お
よ
び
国
際
手
続
法
の
改
正
草
案
に
つ
い
て

｜
｜
い
わ
ゆ
る
「
シ
ユ
ヴ
ィ
ン
ト
草
案
」
｜
｜
」
法
学
新
報
八
一
巻
四
号
一
五
三
頁
（
一
九
七
四
年
）
を
参
照
。

（打）

Mrbs民
主
国
g
s
c各
品
。
ω
9
5
5
5官。
v
g
F
Z
B塁
。
E
H
8
2
4巳
S
S
E－
HSFω
・
HN∞民－
L
芯・

（苅）

MwqpsshFmw・
ω・
0
・（司ロ・

Jミ）・
ω・
HN由時・

（
乃
）
ミ
ミ
旬
。
宮
、
－

m－
m・。・（

E
－
m）・

ω・
8
2・

（
初
）
シ
ユ
ヴ
ィ
ン
ト
が
説
く
準
拠
法
的
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
外
国
判
決
承
認
要
件
を
定
め
、
そ
し
て
要
件
を
充
足
し
て
い
る
場
合
に
は

国
内
で
効
力
を
有
す
る
と
し
て
い
る
手
続
法
的
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
と
相
容
れ
な
い
関
係
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
、
身
分
関

係
の
外
国
判
決
に
つ
い
て
準
拠
法
の
要
件
論
は
日
本
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
お
り
、
外
国
裁
判
所
が
ど
の
法
を
適
用
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
は
関
係
な
く
、
手
続
的
要
件
を
充
足
し
て
い
れ
ば
｜
｜
も
っ
と
も
公
序
の
要
件
は
実
体
的
公
序
も
含
ま
れ
る
が
｜
｜
日
本
で
効
力
を
生

ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
ん
に
ち
、
わ
が
国
で
準
拠
法
の
要
件
論
が
否
定
さ
れ
て
い
る
理
由
は
以
下
の
点
か
ら
で
あ
る
。
外
国
判
決
の
承
認

要
件
と
し
て
日
本
の
国
際
私
法
が
定
め
る
準
拠
法
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
準
拠
法
の
要
件
を
要
求
す
る
と

な
る
と
肢
行
的
法
律
関
係
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
国
際
的
な
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
こ
と
、

な
ぜ
準
拠
法
の
要
件
を
身
分
関
係
の
変
動
に
つ
い
て
だ
け
要
求
す
る
の
か
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
比
較
法
的
に
見
て
も
ド
イ
ツ
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（
卯
）
切
ぬ
誌
な
袖
、
同
円
。
選
選
S
官
、
＼
切
符
ミ
民
＼

be』
守

S
L
E
2ロ
mw件品。ロ
m－2

3・
守
包
括
《
M
E・
N・
k
r
g出・

NCCF
〉

2
・
N印河内田口円・
hg
同・一のさ
m言、・

m－
m・
o・（司ロ・∞斗）・
ω・
N
r

－hs、＼旬。
h
F
E
S
E
E
S巳
g
N目i
e
g
N
g
ω
円ゅの
F
Z
E
N
d
sロ
m
ω
g
H
Z
g。
w
g
m
ω
gの
F
F
N・
吉
国
－

Ncom・
ω・k

F

N

M

引
の
ぎ
兄
島
、
＼
じ
ね
な
さ
凡
な
の
P
E
g
g
g
z
s－g
p
z巳
l
z包
N－i
－4
2皆
宵
g
R
R
F
F
N・k
p
区一回・

N
o
o
p
m
H
N
同色
R
・

ω勾
（
∞
・

HN斗）
U
N能
、
片
宮
、
尽
き
護
法
H
R＼

sss－
m・
m・
o・（
F
・

s－
〉

2
・

M
m
E
R
S－

（
引
）
旬
。
守
嶋
、
色
町
、
＼
h
S吉明。常的。
F
m－
mW・
O
・（司
p
u
s－
mHN
河内四ロ円・

ω旬、吋（
ω・
MNJ可）・

（
位
）
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
フ
ォ
ン
・
パ

l
ル
と
マ
ン
コ
フ
ス
キ
l
は
、
こ
の
制
限
的
効
力
引
受
説
を
累
積
的
適
用
説
と
位
置
づ
け
る
。

〈包－

q
・e・
切
ミ
＼
ミ
S
ぎ
さ
を
－

m－
mW・
O
・（司
p
ω
g
w
m
∞河内山口円－

Z
N・
な
お
、
両
者
は
、
累
積
的
適
用
説
を
主
張
し
て
い
る
点
に
注
意
。

前
掲
注
（
お
）
を
参
照
。

（mm
）
皆
巴
宮
ロ
mロ
mwFBO
【目。
ω田口ロ品。
8
5
8
ω
宮司－
H
g
z
p
口
町
J

『包】ロロ
md可。ロ〈。司
ω。円
mmwmgFmσo田
宮
内
回
2
∞の
F
4
2仲立
S
N
g
m
s’

B
Oロ
Fmロ
何
百
芹

mwgEロ島
R
F
Oロ∞の
F
a内山口ロ
mω
ロ
ユ
巴
－
o
p
N回
』
〈
民
斗
（
NCCH）・∞－
KSωwhsa・

（
悩
）
切
の

4。
自
己
・

0ω
・
NOOKF
切
の
開
店
。
国

ωωPωhぉ・

（
侃
）
と
く
に
理
由
を
示
さ
ず
効
力
拡
張
を
説
く
文
献
も
多
く
、
そ
れ
ほ
ど
本
説
は
一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
参
照
、
石
川
明

H
小
島
武
司
編
「
国
際
民
事
訴
訟
法
』
二
二
四
頁
〔
坂
本
恵
三
〕
（
青
林
書
院
、
一
九
九
四
年
）
、
石
川
明
H
小
島
武
司
H
佐
藤
歳
二
編

「
注
解
民
事
執
行
法
（
上
）
』
二

O
O頁
〔
小
島
武
司
H
猪
俣
孝
史
〕
（
青
林
書
院
、
一
九
九
一
年
）
、
江
川
英
文
「
外
国
判
決
の
承
認
」
法

学
協
会
雑
誌
五
O
巻
一
一
号
四
九
頁
（
一
九
三
二
年
）
、
岡
田
幸
宏
「
外
国
判
決
の
効
力
」
伊
藤
虞
H
徳
田
和
幸
『
講
座
・
新
民
事
訴
訟

法
（
E
）
』
三
七
三
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
、
兼
子
一
『
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
〔
増
補
〕
』
三
三
人
頁
（
酒
井
書
店
、
一
九
六
五

年
）
、
兼
子
一

H
松
浦
馨
H
新
堂
幸
司
H
竹
下
守
夫
『
条
解
民
事
訴
訟
法
」
六
四
一
頁
〔
竹
下
〕
（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
年
）
、
鈴
木
忠
一

「
外
国
非
訟
裁
判
の
承
認
・
取
消
・
変
更
」
法
曹
時
報
二
六
巻
九
号
四
頁
、
三
六
頁
（
一
九
七
四
年
）
、
鈴
木
H

三
ヶ
月
編
・
前
掲
注
（
3
）

三
六
五
頁
〔
青
山
〕
、
斎
藤
秀
夫
H
小
室
直
人
H
西
村
宏
一

H
林
屋
礼
二
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕
同
』
一
二
ハ
頁
、
一
一
九

頁
〔
小
室
直
人
H
渡
部
吉
隆
H
斎
藤
秀
夫
〕
（
第
一
法
規
、
一
九
九
一
年
）
、
出
口
耕
自
『
基
本
論
点
国
際
私
法
〔
第
二
版
〕
」
二
三
八
頁

（
法
学
書
院
、
二

O
O
一
年
）
、
高
桑
昭
「
外
国
判
決
の
承
認
及
び
執
行
」
鈴
木
忠
一

H

三
ヶ
月
章
監
修
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
間
」

一
二
八
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
）
、
間
測
・
前
掲
注
（
6
）
七
三

O
頁
、
三
宅
省
三
H
塩
崎
勤
H
小
林
秀
之
編
『
注
解
民
事
訴
訟

法
凶
』
五
四
O
頁
〔
雛
形
要
松
〕
（
青
林
書
院
、
二

O
O
O
年
）
、
矢
ケ
崎
武
勝
「
外
国
判
決
の
承
認
並
に
そ
の
条
件
に
関
す
る
一
考
察
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外国判決の効力

付
」
国
際
法
外
交
雑
誌
六
O
巻
一
号
四
七
頁
（
一
九
六
一
年
）
、
山
田
鎌
一

年）。

（
%
）
兼
子
H
松
浦
H
新
堂
H
竹
下
・
前
掲
注
（
侃
）
六
四
一
頁
〔
竹
下
〕
。

（
釘
）
石
川
H
小
島
H
佐
藤
編
・
前
掲
注
（
侃
）
二

O
O頁
〔
小
島
H
猪
俣
〕
。

（
悌
）
山
田
・
前
掲
注
（
侃
）
四
七
一
頁
。

（mm
）
高
桑
昭
「
外
国
裁
判
の
承
認
」
高
桑
昭
H
道
垣
内
正
人
編
『
新
・
裁
判
実
務
大
系

ω』
一
二
一
一
頁
（
青
林
書
院
、
二

O
O
二
年
）
。

（
肌
）
賀
集
唱
H
松
本
博
之
H
加
藤
新
太
郎
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕

ω」一二
O
一
頁
〔
酒
井
乙
（
日
本

評
論
社
、
二

O
O
八
年
）
。

（
肌
）
越
山
・
前
掲
注
（
4
）
六
二
頁
、
松
本
博
之
「
国
際
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
問
題
」
石
部
雅
亮
H
松
本
博
之
H
児
玉
寛
編
「
法

の
国
際
化
へ
の
道
』
一

O
九
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
四
年
）
。

（
問
）
秋
山
幹
男
H
伊
藤
虞
H
加
藤
新
太
郎
H
高
田
裕
成
H
福
田
剛
久
H
山
本
和
彦
「
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
民
事
訴
訟
法

ω』
四
四
六
頁
（
日

本
評
論
社
、
二

O
O
二
年
）
。

（
問
）
賀
集
H
松
本
H
加
藤
編
・
前
掲
注
（
問
）
三
O
一
頁
〔
酒
井
〕
、
兼
子
H
松
浦
H
新
堂
H
竹
下
・
前
掲
注
（
侃
）
六
四
二
頁
〔
竹
下
〕
、
小

林
秀
之
H
村
上
正
子
「
国
際
民
事
訴
訟
法
」
一
五
七
頁
（
弘
文
堂
、
二

O
O九
年
）
、
道
垣
内
正
人
「
国
際
的
訴
訟
競
合
（
5
・
完
）
」
法

学
協
会
雑
誌
一

O
O巻
四
号
七
六
三
頁
（
一
九
八
三
年
）
、
道
垣
内
正
人
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
五
三
号
一
二
六
頁
（
一
九
九
四
年
）
、

矢
ケ
崎
・
前
掲
注
（
%
）
四
七
頁
、
四
九
頁
。

（
胤
）
石
黒
一
憲
『
現
代
国
際
私
法
（
上
）
』
四
二
一
頁
（
東
大
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
。

（
問
）
石
黒
・
前
掲
注
（
胤
）
四
二
四
頁
。
石
黒
一
憲
「
国
際
民
事
訴
訟
法
』
一
三
二
頁
（
新
世
社
、
一
九
九
六
年
）
も
参
照
。

（
附
）
高
田
裕
成
「
財
産
関
係
事
件
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
」
沢
木
敬
郎
H
青
山
善
充
編
『
国
際
民
事
訴
訟
法
の
理
論
』
三
七
八
頁

（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
。

（
即
）
高
田
・
前
掲
注
（
附
）
三
七
五
頁
以
下
。

（
鵬
）
貝
瀬
・
前
掲
注
（
2
）
四
二
九
頁
以
下
。

（
問
）
細
野
長
良
『
民
事
訴
訟
法
要
義
凶
」
二
三

O
l二
一
三
頁
（
厳
松
堂
、
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『
国
際
私
法
〔
第
三
版
〕
』
四
七
一
頁
（
有
斐
閣
、
二

O
O
四

一
九
三
四
年
）
。
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（
山
）
な
お
、
最
近
の
下
級
審
裁
判
例
に
は
、
執
行
力
に
つ
い
て
も
効
力
拡
張
説
を
支
持
す
る
も
の
が
あ
る
。

神
戸
地
判
平
成
五
年
九
月
二
二
日
判
時
一
五
一
五
号
二
ニ
九
頁
は
、
香
港
高
等
法
院
が
下
し
た
訴
訟
費
用
負
担
命
令
に
つ
い
て
、
命
令

の
主
文
に
遅
延
利
息
の
給
付
義
務
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
部
分
を
含
め
て
日
本
で
強
制
施
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か

問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
「
外
国
判
決
の
承
認
と
は
、
当
該
外
国
判
決
が
判
決
国
で
法
律
上
有
す
る
効
力
を
そ
の
ま
ま

承
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
判
決
国
の
民
事
訴
訟
制
度
に
お
い
て
、
金
銭
給
付
判
決
の
付
随
的
給
付

義
務
に
つ
い
て
は
主
文
の
記
載
事
項
と
せ
ず
、
法
例
に
よ
っ
て
自
働
的
か
っ
一
義
的
に
確
定
し
、
か
つ
執
行
力
を
付
与
し
て
い
る
よ
う
な

シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
然
そ
の
効
力
も
承
認
の
対
象
に
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
。
評
釈
と

し
て
、
小
林
秀
之
H

小
田
敬
美
・
判
タ
八
四
O
号
二
四
頁
（
一
九
九
四
年
）
、
道
垣
内
・
前
掲
注
（

m）
ジ
ユ
リ
ス
ト
一

O
五
三
号
一
二
四

頁
、
福
山
達
夫
・
判
評
四
三
人
号
五
五
頁
（
一
九
九
五
年
）
、
山
田
恒
久
・
重
判
平
成
五
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
四
六
号
）
二
九
三
頁
。

東
京
高
判
平
成
一

O
年
二
月
二
六
日
判
時
一
六
四
七
号
一

O
七
頁
は
、
養
育
費
の
給
与
天
引
き
を
命
ず
る
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
判
決
に
つ
い

て
執
行
判
決
が
認
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
「
我
が
固
に
お
い
て
外
国
裁
判
所
の
効
力
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
判

決
が
当
該
外
国
に
お
い
て
有
す
る
効
果
を
認
め
る
こ
と
で
あ
」
り
、
「
本
件
外
国
判
決
の
う
ち
養
育
費
の
支
払
を
命
ず
る
部
分
の
執
行
力

を
、
我
が
国
に
お
い
て
も
外
国
裁
判
所
の
判
決
の
効
力
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。
評
釈
と
し
て
、
猪
俣
孝
史
・
判
評
四

八
二
号
二
九
頁
（
一
九
九
九
年
）
、
小
野
寺
規
夫
・
判
タ
一

O
O
五
号
二
二

O
頁
（
一
九
九
九
年
）
、
横
溝
大
・
重
判
平
成
一

0
年
度
（
ジ

ユ
リ
ス
ト
一
一
五
七
号
）
三
O
O頁。

（
山
）
東
京
地
判
平
成
七
年
五
月
二
九
日
判
タ
九
O
四
号
二

O
二
頁
。
評
釈
と
し
て
、
長
田
真
理
・
阪
大
法
学
四
六
巻
五
号
七
三
頁
（
一
九

九
六
年
）
。

（
山
）
控
訴
審
は
東
京
高
判
平
成
八
年
三
月
一
二
日
判
タ
九
五
O
号
二
三
O
頁
。
評
釈
と
し
て
、
織
固
有
基
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一

O
九
号

一
三
四
頁
、
と
く
に
一
三
六
頁
を
参
照
（
一
九
九
七
年
）
。

（
山
）
大
阪
地
判
平
成
八
年
一
月
一
七
日
判
時
二
ハ
一
二
号
一
二
五
頁
。

（
山
）
最
判
平
成
九
年
七
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
六
号
二
五
三
O
頁
。
評
釈
と
し
て
、
北
村
賢
哲
・
法
学
協
会
雑
誌
一
一
七
巻
六
号
一
五
一

頁
（
二

0
0
0年
）
、
佐
久
間
邦
夫
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
二
九
号
一

O
六
頁
（
一
九
九
八
年
）
、
佐
久
間
邦
夫
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
最
高
裁

時
の
判
例
（
E
）
私
法
編

ω二
三
四
頁
（
二

O
O
四
年
）
、
佐
久
間
邦
夫
・
法
曹
時
報
五
二
巻
四
号
一
四
一
頁
（
二

0
0
0年
）
、
西
野
喜
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一
・
判
タ
一

O
O
五
号
一
二
八
頁
（
一
九
九
九
年
）
、
藤
田
泰
弘
・
判
タ
九
五
三
号
六
一
頁
（
一
九
九
七
年
）
、
早
川
吉
尚
・
法
学
教
室
二

一
一
号
一
四
二
頁
（
一
九
九
八
年
）
。

（
出
）
水
戸
地
龍
ヶ
崎
支
判
平
成
一
一
年
一

O
月
二
九
日
判
タ
一

O
三
四
号
二
七
O
頁
。
評
釈
と
し
て
、
釜
谷
真
史
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
一

一
号
一
一
一
ニ
頁
（
二

O
O
一
年
）
、
井
戸
謙
一
・
判
タ
一

O
六
五
号
＝
二
四
頁
（
二

O
O
一年）。

（
川
）
前
掲
注
（
侃
）
を
参
照
。

（
山
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
つ
い
て
前
掲
注
（

η
）
お
よ
び
（

η
）
。
ス
イ
ス
に
つ
い
て
（
卯
）
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
承
認

国
法
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
前
掲
注
（
2
）
の
貝
瀬
論
文
お
よ
び
越
山
論
文
。

（
川
）
岡
、
も
ぎ
htFω
－
mW・
O
・（司
P
H
O）・
m
g
4
（同）（
V
）（
ω・
8
0）・

（
凹
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
H
石
渡
編
・
前
掲
注
（
必
）
三
六
O
頁
〔
石
川
明
H
芳
賀
雅
顕
〕
を
参
照
。

（
即
）
ミ
雪
。
常
送
、
同
。
選
選

S
官、＼
C
ミ
H
S
h
H
E
m－
m－。・（明
p
g－
m
ω
N∞
同
含
B
－
H∞
0・

（凶）

k
g弘、
R
F
Z
B
m
t
g
m－2
3
E辛
口
司
ゅ
の
宮

L由
也

P
E
R－
g
p
匂
な
言
、
s

s＼旬。
H
F
m・
ω・
0
・（司
P
H
N）w
k
F
1
・斗

m
H

司
ω自
問
〉
口
内
お
河
島
同
局
・
呂
町
・
〈
包
・
さ
の
F
k
g弘、
R
W
H
E
o
g
m
w件
Z
S
H
o
m
司
自
由
佳
g
吋ゅの
F
F
N・
krc
出・

N
c
c
p
∞－

NhH0・

（
印
）
参
照
、
中
西
康
「
承
認
の
理
論
的
性
格
」
金
融
・
商
事
判
例
一
一
一
一
一
号
二
二
頁
（
二

O
O
一
年
）
、
松
下
淳
一
「
承
認
の
効
果
」

金
融
・
商
事
判
例
一
一
一
一
一
号
一
三
四
頁
（
二

O
O
一
年
）
、
山
本
和
彦
『
国
際
倒
産
法
制
」
二
二
頁
（
商
事
法
務
、
二

O
O
二
年
）
。
こ

れ
に
対
し
て
、

E
U
倒
産
規
則
で
は
、
構
成
国
の
倒
産
手
続
は
他
の
構
成
国
に
効
力
を
拡
張
す
る
。
開
コ
芯
mEMm認
E
ロ色色

2
〈
2
2品目

ロ
ロ
ロ
伺
（
切
の
）

Z
円・〕戸
ωhpmwbcco
品。
ω
同州昇。
ω
監
百
円
同
ロ
ω。－
4
0
ロN
4
0
民
m
F
3ロ
Z
吋・

NN・

（
郎
）
忠
句
。
宮
、

L
－
m・。・（司ロ・
ω印）・

ω・
N
2・

（
凶
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
冗
）
お
よ
び
（

η
）
。
わ
が
国
に
つ
い
て
は
、
（
胤
）
か
ら
（
別
）
を
参
照
。

（
邸
）
〈
何
回
・

MUSミ
ミ
・

ω－
m・
o・（明白・
J5・
ω・M
M
∞
・
木
棚
照
一

H
松
岡
博
H
渡
辺
慢
之
『
国
際
私
法
概
論
〔
第
五
版
〕
』
三
四
二
頁
〔
渡

辺
〕
（
二

O
O七
年
）
は
こ
の
趣
旨
か
。

（
凶
）
岡
、
冬
、
w
s
h
r
F
m－
m－。・（司ロ・

5
）・

ω
8
4
2）（
σ）（
ω・
8
0）U
切
な
言
、
s

g＼旬。
H
F
m－
mW・
O
・（司
P
H
N）・
m
ω
N∞
河
島
民
・
叶
・
長

田
・
前
掲
注
（
山
）
八
O
頁
、
間
測
・
前
掲
注
（
6
）
七
三
O
頁。

（
問
）
間
測
・
前
掲
注
（
6
）
七
三
O
頁。
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（四）

C
S
R
F
m－
m・
o・（司ロ・

5
日
仏
号
－

N斗∞
O
一
ミ
ミ
同
吉
見
込
－

m・
o・
（
司
ロ
・
∞
）
油
開
弓
・
ゲ
宮
尾
・
句
。
一
同
g
s
z母
、
s
s
p
m－
m－

。・（司
P
H
e
w
m
H
m∞
H
H
（ω
・∞
NO）一旬。ぬ母、～＼岡、
s
w
p
m－
m・
o・（司ロ・

5
・
K
F
2・
8
明
。
回
の
回
〉

5
・
H4
窓
口
円
－

E
H
一
足
。
冶
a・
m－

mw・。・（司ロ－
H

∞）・

ω・一口町・

（
即
）
（
リ
・
。
・
回
ミ
＼
』
h
sぎ
s

e
－
m－
m・
o・（司ロ・
ω白）
w
m
∞一窓口吋－

HH品一母、
s
n
F
m・
ω・
0
・（司ロ・

5
・

2
一日－

a∞
一
段
ぬ
宮
、
s

a＼

旬。
HFmw－
m・
o・（明
P
H
N）・
ω
ω
N∞河内同ロ円・∞・

（
m）
切
－
s

s
、
同

S
還
さ
、
＼
匂
ミ
さ
さ
s

L
・
ω・
0
・（司ロ・

8
）L

2
・
M
m
E
R・
8
同－

h
ミミ
L
－
m・
o・（司ロ・

5
・
ω
・
N
r

－h
s、＼旬。
h
p
m－
m・
o・（司ロ・句。）・
ω
・
ぉ
一
切
npミ礼町、＼
h
E
H
S凡な
q
p
m－
ω・。・（司ロ・句。）
W
m
H
M
E
R－
ω勾
（
ω
・尽斗）・

（
m）
参
照
、
賀
集
H
松
本
H
加
藤
編
・
前
掲
注
（
別
）
三
O
一
頁
〔
酒
井
〕
、
越
山
・
前
掲
注
（
4
）
六
二
頁
、
鈴
木
・
前
掲
注
（
侃
）
三
八
頁
、

松
本
・
前
掲
注
（
肌
）
一

O
九
頁
。

（印）

C
ミ
HShNhwFω
－
m・
o・（司ロ・
H
3・
ω
・
N色
白
－
wNaω
一
同
さ
も
ぎ
N
r
F
m・
ω・
0
・（司
P
H
C）・
m
g
H
d
（同）（
σ）（
ω
・
8
0）一足一目
W
F
m－
m・。・

（司ロ－

NN）・∞－

NO叶・一足帆ぎの－

S
ミ
同
円
。
選
選
S
官、＼
C
。
H
H
S
R
m－
m・
o・（司ロ・∞）・
m
ω
N∞
河
合
同
ロ
・

E
a一
弓
hNhぬその。
H
H
S
E
m－
m・
o・

（司ロ・∞）
w
m
H
H
同
含
円
・

H
H
H
g色

HH品
一
河
内
ミ
ミ
宮
、
h＼
MnpshNF＼
C
。
H
H
S
N
R
m－
m－
。
・
（
司
P
N
N）w
切
目
白
河
合
司
・
∞
一

九

W
Eミ
s
h潟
、
＼
旬
、
急
§
常
事

m－
m・
o・（
3
・
NN）w
m
ω
N∞
河
島
民
・

HNm・

（
問
）
句
H
S也
sh官
、
＼
旬
、
見
守
お
宮
司
、
hFmw－
m・
o・（司ロ－
NN）・
m
ω
N∞河内四国『－

HN印・

（
胤
）
折
茂
豊
『
国
際
私
法
（
各
論
）
〔
新
版
〕
』
三
二
ニ
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
、
神
前
禎
H
早
川
吉
尚
H
元
永
和
彦
『
国
際
私
法

〔
第
二
版
〕
』
一
八

O
頁
、
三
六
頁
（
有
斐
問
、
二

O
O
六
年
）
、
木
棚
H
松
岡
H
渡
辺
・
前
掲
注
（
凶
）
一
一
一
一
四
頁
〔
木
棚
〕
、
棲
田
嘉
章

『
国
際
私
法
〔
第
五
版
〕
」
二
七
五
頁
（
有
斐
閣
、
二

O
O
六
年
）
、
沢
木
敬
郎
H
道
垣
内
正
人
『
国
際
私
法
入
門
〔
第
六
版
〕
』
一
二
四
頁

（
有
斐
閥
、
二

O
O
六
年
）
、
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
〔
第
三
版
〕
」
四
七
八
頁
（
有
斐
閣
、
二

O
O
五
年
）
、
山
田
・
前
掲
注
（
%
）
四

五
八
頁
。
石
黒
一
憲
「
国
際
私
法
〔
新
版
〕
』
一
一
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
O
年
）
も
わ
が
国
で
の
別
居
手
続
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

（
問
）
〈
拘
？
の
ミ
HShHR・
司
忌
宮
内
田
町
E
－
認
可
W
Cロ間内田
2
同ゅの
F
g
w
g
p
N
C唖
旨
ω件
。
ロ
ロ
ユ
2
2
Y
吉
川
司
ω
・
冨
ロ
ωぽ
E
F
N
C
C
h
T
H∞
ω
L
g
同・

（
m）
判
例
は
、
争
点
効
を
否
定
し
て
い
る
が
（
最
判
昭
和
四
四
年
六
月
二
四
日
判
時
五
六
九
号
四
八
頁
、
最
判
昭
和
四
八
年
一

O
月
四
日

判
時
七
二
四
号
三
三
頁
）
、
信
義
則
の
個
別
的
適
用
の
形
で
判
決
の
蒸
し
返
し
を
防
い
で
い
る
（
最
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
六
日
民
集
二

414 



外国判決の効力

八
巻
三
号
五
O
三
頁
、
最
判
昭
和
五
一
年
九
月
三
O
日
民
集
三

O
巻
八
号
七
九
九
頁
）
。

（
即
）
争
点
効
に
好
意
的
な
見
解
は
、
伊
藤
虞
「
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
三
訂
版
〕
』
四
九
五
頁
（
有
斐
閣
、
二

O
O
八
年
）
、
新
堂
幸
司

「
新
民
事
訴
訟
法
〔
第
四
版
〕
」
六
六
九
頁
（
弘
文
堂
、
二

O
O
八
年
）
、
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
（
上
）
』
五
六
四
頁
（
有
斐

閣
、
二

O
O
五
年
）
、
中
野
貞
一
郎
ほ
か
編
『
新
民
事
訴
訟
法
講
義
〔
第
二
版
補
訂
二
版
〕
』
四
七
四
頁
〔
高
橋
宏
志
〕
（
有
斐
閣
、
二

O

O
八
年
）
、
山
本
弘
H
長
谷
部
由
起
子
H
松
下
淳
一
「
民
事
訴
訟
法
』
三
八
四
頁
〔
長
谷
部
〕
（
有
斐
閣
、
二

O
O九
年
）
。
他
方
で
争
点

効
に
批
判
的
な
見
解
と
し
て
は
、
梅
本
吉
彦
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕
』
九
五
七
頁
（
信
山
社
、
二

O
O七
年
）
、
河
野
正
憲
『
民
事
訴

訟
法
』
五
七
九
頁
（
有
斐
閣
、
二

O
O九
年
）
、
松
本
博
之
H

上
野
泰
男
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
五
版
〕
』
五
六
二
頁
（
弘
文
堂
、
二

O
O
八

年
）
、
三
ヶ
月
章
「
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕
』
一
四
二
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
二
年
）
。

（
m）
参
照
、
前
掲
注
（
問
）
の
諸
文
献
お
よ
び
鈴
木
正
裕
H

青
山
善
充
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
凶
』
三
六
三
頁
〔
高
田
裕
成
〕
（
有
斐
閣
、

一
九
九
七
年
）
。

（
悶
）
石
黒
・
前
掲
注
（
胤
）
四
二
四
頁
、
石
黒
・
前
掲
注
（
郎
）
二
三
二
頁
、
貝
瀬
・
前
掲
注
（
2
）
四
二
九
頁
、
高
田
・
前
掲
注
（
附
）
三
七
六

頁。
（
附
）
本
説
に
批
判
的
で
あ
る
の
は
、
石
川
H
小
島
H
佐
藤
編
・
前
掲
注
（
侃
）
二

O
一
頁
〔
小
島
H
猪
俣
〕
、
越
山
・
前
掲
注
（
2
）
近
大
法

学
四
四
巻
二
号
一
一

O
頁
、
松
本
・
前
掲
注
（
則
）
一
一

O
頁
。
本
間
靖
規
H

中
野
俊
一
郎
H

酒
井
一
『
国
際
民
事
手
続
法
」
一
七
七
頁

〔
中
野
〕
（
有
斐
閣
、
二

O
O
五
年
）
も
参
照
。

（
凶
）
両
者
の
関
係
は
密
接
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
匂
忌
ミ
号
、
＼
h
宮
古
ミ
な
忌
込
－
mw
・
c・（司
p
g）・
m

H

河内回日－
N
H

で
は
、
外
国
判
決
の

囲
内
に
お
け
る
効
力
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
下
さ
れ
た
懲
罰
的
賠
償
を
命
ず
る
判
決
を
ス
イ
ス
で
承
認
・
執
行
す

る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
を
あ
げ
て
い
る
。

（
地
）
通
説
・
最
判
平
成
九
年
七
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
六
号
二
五
七
三
頁
。

（
陥
）
芳
賀
雅
顛
「
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
命
ず
る
外
国
判
決
の
承
認
」
法
律
論
叢
八
O
巻
二
H
三
号
三
三
三
頁
（
二

O
O
八
年
）
。

（
胤
）
安
達
栄
司
「
国
際
訴
訟
競
合
論
」
成
城
法
学
七
五
号
一
二
頁
（
二

O
O
七
年
）
、
山
田
鎌
一

H
津
木
敏
郎
編
『
国
際
私
法
講
義
』
二

四
二
頁
〔
津
木
〕
（
青
林
書
院
、
一
九
七
O
年
）
、
斎
藤
秀
夫
ほ
か
編
「
注
解
民
事
訴
訟
法
（
五
）
〔
第
二
版
〕
」
四
一
四
頁
〔
山
本
和
彦
〕

（
第
一
法
規
、
一
九
九
一
年
）
、
津
木
敬
郎
「
国
際
的
訴
訟
競
合
」
鈴
木
忠
一

H
三
ヶ
月
章
監
修
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
間
』
一
一
七
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頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
）
。
ま
た
、
海
老
沢
美
広
「
外
国
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
係
属
と
二
重
起
訴
の
禁
止
」
青
山
法
学
論
集

八
巻
四
号
三
O
頁
（
一
九
六
七
年
）
、
古
田
啓
昌
『
国
際
訴
訟
競
合
」
一
三
三
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
、
矢
吹
徹
雄
「
国
際
的
な
重

複
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察
」
北
大
法
学
論
集
コ
二
巻
三
H

四
号
二
人
七
頁
（
一
九
八
一
年
）
も
本
説
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
凶
）
議
論
の
詳
細
は
、
芳
賀
雅
額
「
国
際
訴
訟
競
合
に
お
け
る
ク
事
件
の
同
一
性
。
を
判
断
す
る
法
」
石
川
明
H
永
田
誠
H
三
上
戚
彦
編

『ボ
l
ダ
レ
ス
社
会
と
法
（
ハ
ル
ト
ヴ
ィ

l
ク
追
悼
）
』
一

O
三
頁
以
下
（
信
山
社
、
二

O
O九
年
）
。
な
お
、
国
際
的
訴
訟
競
合
状
態
が

解
消
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
判
決
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
紛
争
解
決
行
動
に
最
初
に
着
手
し
た
当
事
者
の
利
益
を
尊
重
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
、
内
外
判
決
と
外
国
判
決
相
互
の
矛
盾
を
問
わ
ず
に
、
前
訴
判
決
を
優
先
さ
せ
る
解
釈
を
主
張
し
た
。
芳
賀
雅
額
「
国
際

民
事
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
抵
触
と
公
序
」
『
慶
鷹
の
法
律
学
・
民
事
手
続
法
（
慶
慮
義
塾
創
立
一
五
O
年
記
念
法
学
部
論
文
集
）
』
一
五

七
頁
（
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
、
二

O
O
八
年
）
。
で
は
、
何
を
以
て
前
訴
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
各
国

の
訴
訟
係
属
概
念
が
多
様
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
わ
が
国
の
圏
内
民
事
訴
訟
法
上
支
持
さ
れ
て
い
る
被
告
へ
の
送
達
時
と
す
る
と
外
国

送
達
に
要
す
る
時
間
の
長
短
に
よ
っ
て
前
訴
・
後
訴
と
な
っ
て
し
ま
い
公
平
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
渉
外
事
件
に
お
い
て
は
裁
判

所
へ
の
訴
状
提
出
時
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
芳
賀
雅
顕
「
訴
訟
係
属
の
多
義
性
」
法
律
論
叢
六
九
巻
三
H
四
H
五
号

一
六
七
頁
（
一
九
九
七
年
）
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
事
訴
訟
法
で
も
国
際
訴
訟
競
合
に
つ
い
て
は
前
訴
が
優
先
す
る
と
し
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
裁
判
所
は
、
当
初
、
国
際
訴
訟
競
合
に
お
け
る
前
訴
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
国
の
法
廷
地
法
に

よ
っ
て
係
属
時
期
を
判
断
す
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
判
決
に
対
す
る
学
説
か
ら
の
批
判
を
受
け
入
れ
て
、
統
一
ル
ー

ル
を
採
用
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ル
ム

l
ト
・
リ
ュ
ス
マ
ン
（
芳
賀
雅
穎
訳
）
「
国
際
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
訴
訟
係
属
の
時

期
」
法
学
研
究
七
五
巻
九
号
七
九
頁
（
二

O
O
二
年
）
。
筆
者
自
身
は
、
国
際
的
訴
訟
競
合
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ま
だ
検
討
す
べ
き
問
題
が

多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
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（二

O
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一
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一
二
日
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